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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　顕微鏡によりサンプルの厚み方向に沿って撮像された複数のデジタル画像からなる顕微
鏡画像を取得する顕微鏡画像取得部と、
　前記デジタル画像に対応する平面を複数のサブ領域に分割する領域分割部と、
　それぞれの前記サブ領域について、合焦状態にあるデジタル画像を前記複数のデジタル
画像の中から検出する合焦位置検出部と、
　検出された前記合焦状態にあるデジタル画像を特定する特定情報がサブ領域毎に関連付
けられた合焦位置情報を生成する合焦位置情報生成部と、
　前記デジタル画像に対して所定のデジタル加工処理を施すデジタル加工部と、
を備え、
　前記デジタル加工部は、生成された前記合焦位置情報に基づき、前記デジタル画像の画
像データを圧縮加工する際の圧縮率のうち、合焦状態にない前記サブ領域の前記圧縮率を
、合焦状態にある前記サブ領域の前記圧縮率よりも高くする、顕微鏡制御装置。
【請求項２】
　前記合焦位置検出部は、着目している前記サブ領域において、前記複数のデジタル画像
それぞれについてコントラスト状態を示す評価値を算出し、当該評価値が最大となる前記
デジタル画像を、前記合焦状態にあるデジタル画像とする、請求項１に記載の顕微鏡制御
装置。
【請求項３】
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　前記合焦位置検出部は、着目している前記サブ領域において、前記複数のデジタル画像
それぞれの色情報を抽出し、当該色情報に基づいて前記合焦状態にあるデジタル画像を検
出する、請求項１に記載の顕微鏡制御装置。
【請求項４】
　前記合焦位置検出部は、着目している前記サブ領域において合焦状態にあるデジタル画
像を検出できない場合、当該着目しているサブ領域の周囲に位置する前記サブ領域におい
て合焦状態にあるデジタル画像を、前記着目しているサブ領域において合焦状態にあるデ
ジタル画像とする、請求項２又は３に記載の顕微鏡制御装置。
【請求項５】
　前記顕微鏡制御装置は、外部に設けられた顕微鏡画像の管理を行う画像管理サーバに対
して前記顕微鏡画像と前記合焦位置情報とを互いに関連付けて出力する顕微鏡画像出力部
を更に備える、請求項１に記載の顕微鏡制御装置。
【請求項６】
　前記顕微鏡制御装置は、前記合焦位置情報に基づいて前記サブ領域毎に合焦状態にある
デジタル画像を抽出し、抽出した前記合焦状態にあるデジタル画像をつなぎ合わせて前記
デジタル画像に対応する平面が合焦状態にある全領域合焦画像を生成する全領域合焦画像
生成部を更に備える、請求項１又は５に記載の顕微鏡制御装置。
【請求項７】
　外部に設けられた顕微鏡画像の管理を行う画像管理サーバに対して前記顕微鏡画像と前
記合焦位置情報とを互いに関連付けて出力する顕微鏡画像出力部は、前記顕微鏡画像に対
して前記全領域合焦画像を更に関連付けて、外部に設けられた顕微鏡画像の管理を行う画
像管理サーバに出力する、請求項６に記載の顕微鏡制御装置。
【請求項８】
　サンプルの厚み方向に沿って撮像された複数のデジタル画像からなる顕微鏡画像と、デ
ジタル画像に対応する平面を構成する複数のサブ領域毎に、当該サブ領域において合焦状
態にあるデジタル画像を特定する特定情報が関連付けられた合焦位置情報と、を管理する
画像管理サーバから、前記顕微鏡画像と前記合焦位置情報とを取得する顕微鏡画像取得部
と、
　顕微鏡画像の閲覧者が行った操作に関する操作情報と前記合焦位置情報とに基づいて、
前記顕微鏡画像取得部が取得した前記顕微鏡画像の中から表示に利用する前記デジタル画
像を選択する表示画像選択部と、
　前記表示画像選択部により選択された前記デジタル画像を利用して、顕微鏡画像を表示
画面に表示する際の制御を行う表示制御部と、
　前記閲覧者の操作に応じて、前記デジタル画像に対応する平面が合焦状態にある全領域
合焦画像の所定の領域における合焦位置が前記サンプルの厚み方向に沿って変更された場
合に、前記所定の領域の前記合焦位置情報の更新を前記画像管理サーバに要請する合焦位
置情報更新要請部と、
を備える、画像表示装置。
【請求項９】
　前記表示画像選択部は、前記表示画面における前記顕微鏡画像の表示領域の略中心に該
当するサブ領域が合焦状態となっている前記デジタル画像、又は、前記閲覧者の操作に応
じて前記表示画面上での表示位置が変化する位置指定オブジェクトの存在する前記サブ領
域が合焦状態となっている前記デジタル画像を、前記表示に利用するデジタル画像として
選択する、請求項８に記載の画像表示装置。
【請求項１０】
　前記顕微鏡画像に対して、前記デジタル画像に対応する平面が合焦状態にある全領域合
焦画像が関連付けられている場合、前記表示画像選択部は、前記全領域合焦画像を、前記
表示に利用するデジタル画像として選択する、請求項８に記載の画像表示装置。
【請求項１１】
　前記表示画像選択部は、前記合焦位置情報に基づいて前記サブ領域毎に合焦状態にある
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デジタル画像を抽出し、抽出した前記合焦状態にあるデジタル画像をつなぎ合わせて前記
デジタル画像に対応する平面が合焦状態にある全領域合焦画像を生成し、当該全領域合焦
画像を前記表示に利用するデジタル画像とする、請求項８に記載の画像表示装置。
【請求項１２】
　前記表示画像選択部は、前記デジタル画像に対応する平面が合焦状態にある全領域合焦
画像が前記表示画面に表示されており、かつ、当該全領域合焦画像の表示が前記閲覧者の
操作により解除された場合に、前記全領域合焦画像の所定の領域が合焦状態にある前記デ
ジタル画像を、解除後の前記表示画面に表示する前記顕微鏡画像として選択する、請求項
８に記載の画像表示装置。
【請求項１３】
　サンプルの厚み方向に沿って撮像された複数のデジタル画像からなる顕微鏡画像と、デ
ジタル画像に対応する平面を構成する複数のサブ領域毎に、当該サブ領域において合焦状
態にあるデジタル画像を特定する特定情報が関連付けられた合焦位置情報と、前記デジタ
ル画像に対応する平面が合焦状態にある全領域合焦画像と、を含む顕微鏡画像データ群を
管理する顕微鏡画像管理部と、
　前記顕微鏡画像及び前記全領域合焦画像を表示可能な画像表示装置から出力される顕微
鏡画像提供要請に応じて、当該画像表示装置に前記顕微鏡画像データ群を提供する顕微鏡
画像提供部と、
　前記全領域合焦画像の所定の領域における合焦位置が前記画像表示装置に対して実行さ
れた閲覧者の操作により変更された場合に、変更が行われた前記全領域合焦画像に対応す
る前記合焦位置情報を少なくとも更新する合焦位置情報更新部と、
を備える、画像管理サーバ。
【請求項１４】
　前記顕微鏡画像提供部は、前記全領域合焦画像の所定の領域における前記サンプルの厚
み方向の位置を変更した前記デジタル画像を要請された場合、要請された前記サンプルの
厚み方向の位置における少なくとも前記所定の領域のデジタル画像を、前記画像表示装置
に提供する、請求項１３に記載の画像管理サーバ。
【請求項１５】
　前記顕微鏡画像提供部は、前記所定の領域における前記デジタル画像が複数の前記サブ
領域にまたがって構成されている場合、前記サブ領域ごとに前記サンプルの厚み方向の位
置を変更した前記デジタル画像を、前記画像表示装置に提供する、請求項１４に記載の画
像管理サーバ。
【請求項１６】
　顕微鏡によりサンプルの厚み方向に沿って撮像された複数のデジタル画像からなる顕微
鏡画像を取得するステップと、
　前記デジタル画像に対応する平面を複数のサブ領域に分割するステップと、
　それぞれの前記サブ領域について、合焦状態にあるデジタル画像を前記複数のデジタル
画像の中から検出するステップと、
　検出された前記合焦状態にあるデジタル画像を特定する特定情報がサブ領域毎に関連付
けられた合焦位置情報を生成するステップと、
　生成された前記合焦位置情報に基づき、前記デジタル画像の画像データを圧縮加工する
際の圧縮率のうち、合焦状態にない前記サブ領域の前記圧縮率を、合焦状態にある前記サ
ブ領域の前記圧縮率よりも高くするステップと、
を含む、合焦位置情報生成方法。
【請求項１７】
　サンプルの厚み方向に沿って撮像された複数のデジタル画像からなる顕微鏡画像と、デ
ジタル画像に対応する平面を構成する複数のサブ領域毎に、当該サブ領域において合焦状
態にあるデジタル画像を特定する特定情報が関連付けられた合焦位置情報と、を管理する
画像管理サーバから、前記顕微鏡画像と前記合焦位置情報とを取得するステップと、
　顕微鏡画像の閲覧者が行った操作に関する操作情報と前記合焦位置情報とに基づいて、
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取得した前記顕微鏡画像の中から表示に利用する前記デジタル画像を選択するステップと
、
　選択された前記デジタル画像を利用して、顕微鏡画像を表示画面に表示する際の制御を
行うステップと、
　前記閲覧者の操作に応じて、前記デジタル画像に対応する平面が合焦状態にある全領域
合焦画像の所定の領域における合焦位置が前記サンプルの厚み方向に沿って変更された場
合に、前記所定の領域の前記合焦位置情報の更新を前記画像管理サーバに要請するステッ
プと、
を含む、画像表示方法。
【請求項１８】
　サンプルの厚み方向に沿って撮像された複数のデジタル画像からなる顕微鏡画像と、デ
ジタル画像に対応する平面を構成する複数のサブ領域毎に、当該サブ領域において合焦状
態にあるデジタル画像を特定する特定情報が関連付けられた合焦位置情報と、前記デジタ
ル画像に対応する平面が合焦状態にある全領域合焦画像と、を含む顕微鏡画像データ群を
管理しつつ、前記顕微鏡画像及び前記全領域合焦画像を表示可能な画像表示装置から出力
される顕微鏡画像提供要請に応じて、当該画像表示装置に前記顕微鏡画像データ群を提供
するステップと、
　前記全領域合焦画像の所定の領域における合焦位置が前記画像表示装置に対して実行さ
れた閲覧者の操作により変更された場合に、変更が行われた前記全領域合焦画像と、当該
全領域合焦画像に対応する前記合焦位置情報と、を更新するステップと、
を含む、画像管理方法。
【請求項１９】
　サンプルの厚み方向に沿って撮像された複数のデジタル画像からなる顕微鏡画像と、デ
ジタル画像に対応する平面を構成する複数のサブ領域毎に、当該サブ領域において合焦状
態にあるデジタル画像を特定する特定情報が関連付けられた合焦位置情報と、前記デジタ
ル画像に対応する平面が合焦状態にある全領域合焦画像と、を含む顕微鏡画像データ群を
管理する顕微鏡画像管理部と、
　前記顕微鏡画像及び前記全領域合焦画像を表示可能な画像表示装置から出力される顕微
鏡画像提供要請に応じて、当該画像表示装置に前記顕微鏡画像データ群を提供する顕微鏡
画像提供部と、
　前記全領域合焦画像の所定の領域における合焦位置が前記画像表示装置に対して実行さ
れた閲覧者の操作により変更された場合に、変更が行われた前記全領域合焦画像に対応す
る前記合焦位置情報を少なくとも更新する合焦位置情報更新部と、
を有する画像管理サーバと、
　前記画像管理サーバから、前記顕微鏡画像と前記合焦位置情報とを取得する顕微鏡画像
取得部と、
　顕微鏡画像の閲覧者が行った操作に関する操作情報と前記合焦位置情報とに基づいて、
前記顕微鏡画像取得部が取得した前記顕微鏡画像の中から表示に利用する前記デジタル画
像を選択する表示画像選択部と、
　前記表示画像選択部により選択された前記デジタル画像を利用して、顕微鏡画像を表示
画面に表示する際の制御を行う表示制御部と、
を有する、画像表示装置と、
を含む、顕微鏡画像管理システム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、顕微鏡制御装置、画像表示装置、画像管理サーバ、合焦位置情報生成方法、
画像表示方法、画像管理方法及び顕微鏡画像管理システムに関する。
【背景技術】
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【０００２】
　細胞組織スライド等のサンプルを観察する顕微鏡を用いて、サンプルの顕微鏡による観
察像をデジタル画像として保存し、保存したデジタル画像をインターネットやイントラネ
ット上に設けられた他の装置で観察する技術が提案されている（例えば、以下の特許文献
１を参照。）。このような技術を用いることで、ネットワークを用いて遠隔地の医師が病
理診断を行う、いわゆるテレパソロジー（ｔｅｌｅｐａｔｈｏｌｏｇｙ）の発展を促すこ
とが可能となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－２２２８０１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ここで、細胞組織等のサンプルのデジタル画像を生成する顕微鏡では、サンプルを拡大
光学系を用いることで拡大してイメージセンサに投影し、デジタル画像を撮像する。この
とき、顕微鏡の被写界深度は、約１μｍ前後と非常に狭いため、厚みのあるサンプル全体
を撮像するためには、サンプルの奥行き方向に焦点位置をずらした複数枚の撮像データが
必要になる。また、比較的厚みの薄いサンプルであっても、細胞組織のうねりや凹凸によ
って、一枚の拡大画像では局所的に最適な合焦位置が異なる場合があり、奥行き方向に焦
点位置をずらした複数枚の撮像データが必要になる場合がある。
【０００５】
　また、デジタル画像の観察者は、デジタル画像を観察する端末において、マウスなどの
入力装置を操作し、予め撮像されたデジタル画像データを観察することとなる。この際、
操作者は、入力装置を操作することで、操作者があたかもスライドを顕微鏡で見ているか
のように、上下左右・奥行きといった３次元的に観察位置を変更しながら、目的とするサ
ンプルのデジタル画像を観察することとなる。ここで、奥行き方向に複数枚撮像されたサ
ンプル画像を観察する場合、操作者は、マウスのホイール等を操作して、操作者自身でピ
ント調整をすることができる。
【０００６】
　しかしながら、前述のように、観察対象のサンプルには厚みやうねりが存在するため、
デジタル画像を観察する端末の操作者は、観察部位を変更する毎にピント調整を行うこと
が求められるが、かかるピント調整は、観察者にとって手間となるという問題があった。
【０００７】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところ
は、顕微鏡画像閲覧時のピント調整に関する負荷を抑制し、閲覧者の利便性を向上させる
ことが可能な、顕微鏡制御装置、画像表示装置、画像管理サーバ、合焦位置情報生成方法
、画像表示方法、画像管理方法及び顕微鏡画像管理システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、顕微鏡によりサンプルの厚み
方向に沿って撮像された複数のデジタル画像からなる顕微鏡画像を取得する顕微鏡画像取
得部と、前記デジタル画像に対応する平面を複数のサブ領域に分割する領域分割部と、そ
れぞれの前記サブ領域について、合焦状態にあるデジタル画像を前記複数のデジタル画像
の中から検出する合焦位置検出部と、検出された前記合焦状態にあるデジタル画像を特定
する特定情報がサブ領域毎に関連付けられた合焦位置情報を生成する合焦位置情報生成部
と、前記デジタル画像に対して所定のデジタル加工処理を施すデジタル加工部と、を備え
、
　前記デジタル加工部は、生成された前記合焦位置情報に基づき、前記デジタル画像の画
像データを圧縮加工する際の圧縮率のうち、合焦状態にない前記サブ領域の前記圧縮率を
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、合焦状態にある前記サブ領域の前記圧縮率よりも高くする顕微鏡制御装置が提供される
。
 
【０００９】
　前記合焦位置検出部は、着目している前記サブ領域において、前記複数のデジタル画像
それぞれについてコントラスト状態を示す評価値を算出し、当該評価値が最大となる前記
デジタル画像を、前記合焦状態にあるデジタル画像としてもよい。
【００１０】
　前記合焦位置検出部は、着目している前記サブ領域において、前記複数のデジタル画像
それぞれの色情報を抽出し、当該色情報に基づいて前記合焦状態にあるデジタル画像を検
出してもよい。
【００１１】
　前記合焦位置検出部は、着目している前記サブ領域において合焦状態にあるデジタル画
像を検出できない場合、当該着目しているサブ領域の周囲に位置する前記サブ領域におい
て合焦状態にあるデジタル画像を、前記着目しているサブ領域において合焦状態にあるデ
ジタル画像としてもよい。
【００１２】
　前記顕微鏡制御装置は、外部に設けられた顕微鏡画像の管理を行う画像管理サーバに対
して前記顕微鏡画像と前記合焦位置情報とを互いに関連付けて出力する顕微鏡画像出力部
を更に備えてもよい。
【００１３】
　前記顕微鏡制御装置は、前記合焦位置情報に基づいて前記サブ領域毎に合焦状態にある
デジタル画像を抽出し、抽出した前記合焦状態にあるデジタル画像をつなぎ合わせて前記
デジタル画像に対応する平面が合焦状態にある全領域合焦画像を生成する全領域合焦画像
生成部を更に備えてもよい。
【００１４】
　外部に設けられた顕微鏡画像の管理を行う画像管理サーバに対して前記顕微鏡画像と前
記合焦位置情報とを互いに関連付けて出力する顕微鏡画像出力部は、前記顕微鏡画像に対
して前記全領域合焦画像を更に関連付けて、外部に設けられた顕微鏡画像の管理を行う画
像管理サーバに出力してもよい。
 
【００１５】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、サンプルの厚み方向に
沿って撮像された複数のデジタル画像からなる顕微鏡画像と、デジタル画像に対応する平
面を構成する複数のサブ領域毎に、当該サブ領域において合焦状態にあるデジタル画像を
特定する特定情報が関連付けられた合焦位置情報と、を管理する画像管理サーバから、前
記顕微鏡画像と前記合焦位置情報とを取得する顕微鏡画像取得部と、顕微鏡画像の閲覧者
が行った操作に関する操作情報と前記合焦位置情報とに基づいて、前記顕微鏡画像取得部
が取得した前記顕微鏡画像の中から表示に利用する前記デジタル画像を選択する表示画像
選択部と、前記表示画像選択部により選択された前記デジタル画像を利用して、顕微鏡画
像を表示画面に表示する際の制御を行う表示制御部と、前記閲覧者の操作に応じて、前記
デジタル画像に対応する平面が合焦状態にある全領域合焦画像の所定の領域における合焦
位置が前記サンプルの厚み方向に沿って変更された場合に、前記所定の領域の前記合焦位
置情報の更新を前記画像管理サーバに要請する合焦位置情報更新要請部と、を備える画像
表示装置が提供される。
 
【００１６】
　前記表示画像選択部は、前記表示画面における前記顕微鏡画像の表示領域の略中心に該
当するサブ領域が合焦状態となっている前記デジタル画像を、前記表示に利用するデジタ
ル画像として選択してもよい。
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【００１７】
　前記表示画像選択部は、前記閲覧者の操作に応じて前記表示画面上での表示位置が変化
する位置指定オブジェクトの存在する前記サブ領域が合焦状態となっている前記デジタル
画像を、前記表示に利用するデジタル画像として選択してもよい。
【００１８】
　前記顕微鏡画像に対して、前記デジタル画像に対応する平面が合焦状態にある全領域合
焦画像が関連付けられている場合、前記表示画像選択部は、前記全領域合焦画像を、前記
表示に利用するデジタル画像として選択してもよい。
【００１９】
　前記表示画像選択部は、前記合焦位置情報に基づいて前記サブ領域毎に合焦状態にある
デジタル画像を抽出し、抽出した前記合焦状態にあるデジタル画像をつなぎ合わせて前記
デジタル画像に対応する平面が合焦状態にある全領域合焦画像を生成し、当該全領域合焦
画像を前記表示に利用するデジタル画像としてもよい。
【００２１】
　前記表示画像選択部は、前記デジタル画像に対応する平面が合焦状態にある全領域合焦
画像が前記表示画面に表示されており、かつ、当該全領域合焦画像の表示が前記閲覧者の
操作により解除された場合に、前記全領域合焦画像の所定の領域が合焦状態にある前記デ
ジタル画像を、解除後の前記表示画面に表示する前記顕微鏡画像として選択してもよい。
【００２２】
　また、上記課題を解決するために、本発明の更に別の観点によれば、サンプルの厚み方
向に沿って撮像された複数のデジタル画像からなる顕微鏡画像と、デジタル画像に対応す
る平面を構成する複数のサブ領域毎に、当該サブ領域において合焦状態にあるデジタル画
像を特定する特定情報が関連付けられた合焦位置情報と、前記デジタル画像に対応する平
面が合焦状態にある全領域合焦画像と、を含む顕微鏡画像データ群を管理する顕微鏡画像
管理部と、前記顕微鏡画像及び前記全領域合焦画像を表示可能な画像表示装置から出力さ
れる顕微鏡画像提供要請に応じて、当該画像表示装置に前記顕微鏡画像データ群を提供す
る顕微鏡画像提供部と、前記全領域合焦画像の所定の領域における合焦位置が前記画像表
示装置に対して実行された閲覧者の操作により変更された場合に、変更が行われた前記全
領域合焦画像に対応する前記合焦位置情報を少なくとも更新する合焦位置情報更新部と、
を備える画像管理サーバが提供される。
【００２３】
　前記顕微鏡画像提供部は、前記全領域合焦画像の所定の領域における前記サンプルの厚
み方向の位置を変更した前記デジタル画像を要請された場合、要請された前記サンプルの
厚み方向の位置における少なくとも前記所定の領域のデジタル画像を、前記画像表示装置
に提供することが好ましい。
【００２４】
　前記顕微鏡画像提供部は、前記所定の領域における前記デジタル画像が複数の前記サブ
領域にまたがって構成されている場合、前記サブ領域ごとに前記サンプルの厚み方向の位
置を変更した前記デジタル画像を、前記画像表示装置に提供することが好ましい。
【００２５】
　また、上記課題を解決するために、本発明の更に別の観点によれば、顕微鏡によりサン
プルの厚み方向に沿って撮像された複数のデジタル画像からなる顕微鏡画像を取得するス
テップと、前記デジタル画像に対応する平面を複数のサブ領域に分割するステップと、そ
れぞれの前記サブ領域について、合焦状態にあるデジタル画像を前記複数のデジタル画像
の中から検出するステップと、検出された前記合焦状態にあるデジタル画像を特定する特
定情報がサブ領域毎に関連付けられた合焦位置情報を生成するステップと、生成された前
記合焦位置情報に基づき、前記デジタル画像の画像データを圧縮加工する際の圧縮率のう
ち、合焦状態にない前記サブ領域の前記圧縮率を、合焦状態にある前記サブ領域の前記圧
縮率よりも高くするステップと、を含む合焦位置情報生成方法が提供される。
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【００２６】
　また、上記課題を解決するために、本発明の更に別の観点によれば、サンプルの厚み方
向に沿って撮像された複数のデジタル画像からなる顕微鏡画像と、デジタル画像に対応す
る平面を構成する複数のサブ領域毎に、当該サブ領域において合焦状態にあるデジタル画
像を特定する特定情報が関連付けられた合焦位置情報と、を管理する画像管理サーバから
、前記顕微鏡画像と前記合焦位置情報とを取得するステップと、顕微鏡画像の閲覧者が行
った操作に関する操作情報と前記合焦位置情報とに基づいて、取得した前記顕微鏡画像の
中から表示に利用する前記デジタル画像を選択するステップと、選択された前記デジタル
画像を利用して、顕微鏡画像を表示画面に表示する際の制御を行うステップと、前記閲覧
者の操作に応じて、前記デジタル画像に対応する平面が合焦状態にある全領域合焦画像の
所定の領域における合焦位置が前記サンプルの厚み方向に沿って変更された場合に、前記
所定の領域の前記合焦位置情報の更新を前記画像管理サーバに要請するステップと、を含
む画像表示方法が提供される。
【００２７】
　また、上記課題を解決するために、本発明の更に別の観点によれば、サンプルの厚み方
向に沿って撮像された複数のデジタル画像からなる顕微鏡画像と、デジタル画像に対応す
る平面を構成する複数のサブ領域毎に、当該サブ領域において合焦状態にあるデジタル画
像を特定する特定情報が関連付けられた合焦位置情報と、前記デジタル画像に対応する平
面が合焦状態にある全領域合焦画像と、を含む顕微鏡画像データ群を管理しつつ、前記顕
微鏡画像及び前記全領域合焦画像を表示可能な画像表示装置から出力される顕微鏡画像提
供要請に応じて、当該画像表示装置に前記顕微鏡画像データ群を提供するステップと、前
記全領域合焦画像の所定の領域における合焦位置が前記画像表示装置に対して実行された
閲覧者の操作により変更された場合に、変更が行われた前記全領域合焦画像と、当該全領
域合焦画像に対応する前記合焦位置情報と、を更新するステップと、を含む画像管理方法
が提供される。
【００２８】
　また、上記課題を解決するために、本発明の更に別の観点によれば、上記画像管理サー
バ及び上記画像表示装置を少なくとも含む顕微鏡画像管理システムが提供される。
【発明の効果】
【００２９】
　以上説明したように本発明によれば、サンプルの顕微鏡画像について、当該顕微鏡画像
の局所的な合焦位置を示した合焦位置情報が生成されるため、顕微鏡画像閲覧時のピント
調整に関する負荷を抑制し、閲覧者の利便性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る顕微鏡画像管理システムの構成を示した説明図で
ある。
【図２】同実施形態に係る顕微鏡及び顕微鏡制御装置の全体構成を示した説明図である。
【図３】同実施形態に係る顕微鏡制御装置の統括制御部の構成を示したブロック図である
。
【図４】顕微鏡画像について説明するための説明図である。
【図５】顕微鏡画像について説明するための説明図である。
【図６】同実施形態に係る統括制御部が備える画像処理部の構成を示したブロック図であ
る。
【図７】同実施形態に係るサブ領域を説明するための説明図である。
【図８】同実施形態に係る合焦位置の検出方法を説明するための説明図である。
【図９】合焦位置の分布について示した説明図である。
【図１０】合焦位置の分布について示した説明図である。
【図１１】同実施形態に係る合焦位置情報の一例を示した説明図である。
【図１２】同実施形態に係る全領域合焦画像の生成方法を説明するための説明図である。
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【図１３】同実施形態に係る全領域合焦画像を説明するための説明図である。
【図１４】同実施形態に係る画像表示装置の構成を示したブロック図である。
【図１５】同実施形態に係る画像表示装置の表示画面の一例を示した説明図である。
【図１６】同実施形態に係る合焦位置情報生成方法の流れを示した流れ図である。
【図１７】同実施形態に係る画像表示方法の流れを示した流れ図である。
【図１８】本発明の第２の実施形態に係る画像管理サーバの構成を示したブロック図であ
る。
【図１９】同実施形態に係る画像表示装置の構成を示したブロック図である。
【図２０】同実施形態に係る顕微鏡画像の表示画面の一例を示した説明図である。
【図２１】同実施形態に係る顕微鏡画像の表示画面の一例を示した説明図である。
【図２２】同実施形態に係る顕微鏡画像の表示画面の一例を示した説明図である。
【図２３】同実施形態に係る顕微鏡画像の表示画面の一例を示した説明図である。
【図２４】同実施形態に係る顕微鏡画像の表示画面の一例を示した説明図である。
【図２５】同実施形態に係る顕微鏡画像の表示画面の一例を示した説明図である。
【図２６】同実施形態に係る顕微鏡画像の表示画面の一例を示した説明図である。
【図２７】同実施形態に係る顕微鏡画像の表示画面の一例を示した説明図である。
【図２８】同実施形態に係る顕微鏡画像の表示制御処理の流れの一例を示した流れ図であ
る。
【図２９】同実施形態に係る顕微鏡画像の表示制御処理の流れの一例を示した流れ図であ
る。
【図３０Ａ】同実施形態に係る顕微鏡画像の表示制御処理の流れの一例を示した流れ図で
ある。
【図３０Ｂ】同実施形態に係る顕微鏡画像の表示制御処理の流れの一例を示した流れ図で
ある。
【図３１】同実施形態に係る顕微鏡画像の表示制御処理の流れの一例を示した流れ図であ
る。
【図３２】本発明の実施形態に係る顕微鏡制御装置のハードウェア構成を示したブロック
図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００３２】
　なお、説明は、以下の順序で行うものとする。
（１）第１の実施形態
　（１－１）顕微鏡画像管理システムの構成について
　（１－２）顕微鏡の全体構成について
　（１－３）顕微鏡制御装置の全体構成について
　（１－４）統括制御部の構成について
　（１－５）画像表示装置の構成について
　（１－６）表示画面の一例について
　（１－７）合焦位置情報生成方法の流れについて
　（１－８）画像表示方法の流れについて
（２）第２の実施形態
　（２－１）画像管理サーバの構成について
　（２－２）画像表示装置の構成について
　（２－４）顕微鏡画像の表示画面及び表示制御処理の一例について
　（２－５）顕微鏡画像の表示制御方法の流れについて
（３）本発明の実施形態に係る顕微鏡制御装置及び画像表示装置のハードウェア構成につ
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いて
（４）まとめ
【００３３】
　なお、以下では、顕微鏡が撮像するサンプルとして、血液等の結合組織、上皮組織又は
それらの双方の組織などの組織切片又は塗抹細胞からなる生体サンプル（細胞組織サンプ
ル）を例に挙げて説明を行うが、かかる場合に限定されるわけではない。
【００３４】
（第１の実施形態）
＜顕微鏡画像管理システムの構成について＞
　まず、図１を参照しながら、本発明の第１の実施形態に係る顕微鏡画像管理システム１
の構成について説明する。図１は、本実施形態に係る顕微鏡画像管理システム１の構成を
示した説明図である。
【００３５】
　本実施形態に係る顕微鏡画像管理システム１は、図１に示したように、顕微鏡１０と、
顕微鏡制御装置２０と、画像管理サーバ３０と、画像表示装置４０とを有する。また、顕
微鏡制御装置２０、画像管理サーバ３０及び画像表示装置４０は、ネットワーク３を介し
て接続されている。
【００３６】
　ネットワーク３は、本実施形態に係る顕微鏡制御装置２０、画像管理サーバ３０及び画
像表示装置４０を互いに双方向通信可能に接続する通信回線網である。このネットワーク
３は、例えば、インターネット、電話回線網、衛星通信網、同報通信路等の公衆回線網や
、ＷＡＮ（Ｗｉｄｅ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎ
ｅｔｗｏｒｋ）、ＩＰ－ＶＰＮ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ－Ｖｉｒｔｕａｌ
　Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）、ワイヤレスＬＡ
Ｎ等の専用回線網などで構成されており、有線／無線を問わない。また、このネットワー
ク３は、本実施形態に係る顕微鏡画像管理システム１に専用に設けられた通信回線網であ
ってもよい。
【００３７】
　顕微鏡１０は、当該顕微鏡１０のステージ上に載置されたサンプル（例えば生体サンプ
ル）に対して所定の照明光を照射して、このサンプルを透過した光、又は、サンプルから
の発光等を撮像する。本実施形態に係る顕微鏡１０の全体構成については、以下で改めて
詳細に説明する。
【００３８】
　顕微鏡１０は、顕微鏡制御装置２０によって駆動制御されており、顕微鏡１０が撮像し
たサンプル画像は、顕微鏡制御装置２０を介して画像管理サーバ３０に格納される。
【００３９】
　顕微鏡制御装置２０は、サンプルを撮像する顕微鏡１０の駆動制御を行う装置である。
顕微鏡制御装置２０は、顕微鏡１０を制御して、サンプルのデジタル画像を撮像するとと
もに、得られたサンプルのデジタル画像データに対して、所定のデジタル加工処理を実施
する。また、顕微鏡制御装置２０は、得られたサンプルのデジタル画像データを、画像管
理サーバ３０にアップロードする。
【００４０】
　画像管理サーバ３０は、顕微鏡１０によって撮像されたサンプルのデジタル画像データ
を格納するとともに、これらデジタル画像データの管理を行う装置である。画像管理サー
バ３０は、顕微鏡制御装置２０からサンプルのデジタル画像データが出力されると、取得
したサンプルのデジタル画像データを所定の格納領域に格納して、閲覧者が利用可能なよ
うにする。また、画像管理サーバ３０は、閲覧者が操作する画像表示装置４０（すなわち
、ビューワーに対応する装置）から、あるサンプルのデジタル画像データの閲覧を要請さ
れると、該当するサンプルのデジタル画像データを画像表示装置４０に提供する。
【００４１】
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　画像表示装置４０は、サンプルのデジタル画像データの閲覧を希望する閲覧希望者が操
作する端末（すなわち、ビューワーに対応する装置）である。デジタル画像データの閲覧
希望者は、画像管理サーバ３０に格納されているデジタル画像データの一覧等を参照して
、閲覧を希望するデジタル画像データを特定するとともに、特定したデジタル画像データ
を提供するように、画像管理サーバ３０に対して要請する。画像管理サーバ３０からデジ
タル画像データが提供されると、提供されたデジタル画像データに対応する画像を、画像
表示装置４０のディスプレイ等に表示して、閲覧希望者が閲覧できるようにする。
【００４２】
　なお、本実施形態に係る顕微鏡制御装置２０及び画像管理サーバ３０の詳細な構成につ
いては、以下で改めて説明する。
【００４３】
　また、図１では、システム１に属する顕微鏡１０、顕微鏡制御装置２０及び画像管理サ
ーバ３０がそれぞれ１台ずつ存在する場合について図示しているが、顕微鏡画像管理シス
テム１に属する顕微鏡１０、顕微鏡制御装置２０及び画像管理サーバ３０の台数は図１の
例に限定されるわけではなく、それぞれ複数台ずつ存在していてもよい。
【００４４】
＜顕微鏡の全体構成について＞
　続いて、図２を参照しながら、本実施形態に係る顕微鏡１０の全体構成について説明す
る。図２は、本実施形態に係る顕微鏡１０及び顕微鏡制御装置２０の全体構成を示した説
明図である。
【００４５】
［全体構成］
　本実施形態に係る顕微鏡１０は、図２に例示したように、生体サンプルＳＰＬが配設さ
れるプレパラートＰＲＴ全体の像（以下、この像をサムネイル像とも称する。）を撮像す
るサムネイル像撮像部１１０と、生体サンプルＳＰＬが所定倍率で拡大された像（以下、
この像を拡大像とも称する。）を撮像する拡大像撮像部１２０と、を有する。
【００４６】
　プレパラートＰＲＴは、血液等の結合組織、上皮組織又はそれらの双方の組織などの組
織切片又は塗抹細胞からなる生体サンプルＳＰＬを、所定の固定手法によりスライドガラ
スに固定したものである。これらの組織切片又は塗抹細胞には、必要に応じて各種の染色
が施される。この染色には、ＨＥ（ヘマトキシリン・エオシン）染色、ギムザ染色又はパ
パニコロウ染色等に代表される一般染色のみならず、ＦＩＳＨ（Ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｃ
ｅ　Ｉｎ－Ｓｉｔｕ　Ｈｙｂｒｉｄｉｚａｔｉｏｎ）や酵素抗体法等の蛍光染色が含まれ
る。
【００４７】
　また、プレパラートＰＲＴには、対応する生体サンプルＳＰＬを特定するための付帯情
報（例えば、サンプルを採取した人の氏名、採取日時、染色の種類等）が記載されたラベ
ルが貼付されていてもよい。
【００４８】
　本実施形態に係る顕微鏡１０には、上述のようなプレパラートＰＲＴが載置されるステ
ージ１３０が設けられており、更に、ステージ１３０を様々な方向に移動させるためのス
テージ駆動機構１３５が設けられている。このステージ駆動機構１３５により、ステージ
１３０を、ステージ面に対して平行となる方向（Ｘ軸－Ｙ軸方向）と、直交する方向（Ｚ
軸方向）に自由に移動させることができる。
【００４９】
　また、本実施形態に係る顕微鏡１０には、サンプルＳＰＬを含むプレパラートＰＲＴを
ステージ１４０に搬送するサンプル搬送装置１４１が設けられていても良い。かかる搬送
装置１４１を設けることで、ステージ１４０に、撮像予定のサンプルが自動的に設置され
るようになり、サンプルＳＰＬの入れ替えを自動化することが可能となる。
【００５０】
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［サムネイル像撮像部］
　サムネイル像撮像部１１０は、図２に示したように、光源１１１と、対物レンズ１１２
と、撮像素子１１３と、を主に備える。
【００５１】
　光源１１１は、ステージ１３０のプレパラート配置面とは逆の面側に設けられる。光源
１１１は、一般染色が施された生体サンプルＳＰＬを照明する光（以下、明視野照明光、
又は、単に照明光とも称する。）と、特殊染色が施された生体サンプルＳＰＬを照明する
光（以下、暗視野照明光とも称する。）と、を切り換えて照射可能である。また、光源１
１１は、明視野照明光又は暗視野照明光のいずれか一方だけを照射可能なものであっても
よい。この場合、光源１１１として、明視野照明光を照射する光源と、暗視野照明光を照
射する光源の２種類の光源が設けられることとなる。
【００５２】
　更に、サムネイル像撮像部１１０には、プレパラートＰＲＴに貼付されたラベルに記載
されている付帯情報を撮像するための光を照射するラベル光源（図示せず。）が別途設け
られていてもよい。
【００５３】
　所定倍率の対物レンズ１１２は、プレパラート配置面におけるサムネイル像撮像部１１
０の基準位置の法線を光軸ＳＲＡとして、ステージ１３０のプレパラート配置面側に配設
される。ステージ１３０上に配設されたプレパラートＰＲＴを透過した透過光は、この対
物レンズ１１２によって集光されて、対物レンズ１１２の後方（すなわち、照明光の進行
方向）に設けられた撮像素子１１３に結像する。
【００５４】
　撮像素子１１３には、ステージ１３０のプレパラート配置面に載置されたプレパラート
ＰＲＴ全体を包括する撮像範囲の光（換言すれば、プレパラートＰＲＴ全体を透過した透
過光）が結像する。この撮像素子１１３上に結像した像が、プレパラートＰＲＴ全体を撮
像した顕微鏡画像であるサムネイル像となる。
【００５５】
［拡大像撮像部］
　拡大像撮像部１２０は、図２に示したように、光源１２１と、コンデンサレンズ１２２
と、対物レンズ１２３と、撮像素子１２４と、を主に備える。
【００５６】
　光源１２１は、明視野照明光を照射するものであり、ステージ１３０のプレパラート配
置面とは逆の面側に設けられる。また、光源１２１とは異なる位置（例えばプレパラート
配置面側）には、暗視野照明光を照射する光源（図示せず。）が設けられる。
【００５７】
　コンデンサレンズ１２２は、光源１２１から照射された明視野照明光や、暗視野照明用
の光源から照射された暗視野照明光を集光して、ステージ１３０上のプレパラートＰＲＴ
に導くレンズである。このコンデンサレンズ１２２は、プレパラート配置面における拡大
像撮像部１２０の基準位置の法線を光軸ＥＲＡとして、光源１２１とステージ１３０との
間に配設される。
【００５８】
　所定倍率の対物レンズ１２３は、プレパラート配置面における拡大像撮像部１２０の基
準位置の法線を光軸ＥＲＡとして、ステージ１３０のプレパラート配置面側に配設される
。拡大像撮像部１２０では、この対物レンズ１２３を適宜交換することで、生体サンプル
ＳＰＬを様々な倍率に拡大して撮像することが可能となる。ステージ１３０上に配設され
たプレパラートＰＲＴを透過した透過光は、この対物レンズ１２３によって集光されて、
対物レンズ１２３の後方（すなわち、照明光の進行方向）に設けられた撮像素子１２４に
結像する。
【００５９】
　撮像素子１２４には、撮像素子１２４の画素サイズ及び対物レンズ１２３の倍率に応じ
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て、ステージ１３０のプレパラート配置面上における所定の横幅及び縦幅からなる撮像範
囲の像が結像される。なお、対物レンズ１２３により生体サンプルＳＰＬの一部が拡大さ
れるため、上述の撮像範囲は、撮像素子１１３の撮像範囲に比べて十分に狭い範囲となる
。
【００６０】
　ここで、サムネイル像撮像部１１０及び拡大像撮像部１２０は、図２に示したように、
それぞれの基準位置の法線である光軸ＳＲＡと光軸ＥＲＡとがＹ軸方向に距離Ｄだけ離れ
るように配置される。この距離Ｄは、撮像素子１１３の撮像範囲に拡大像撮像部１２０の
対物レンズ１２３を保持する鏡筒（図示せず）が写りこむことなく、かつ小型化のために
近い距離に設定される。
【００６１】
　なお、サムネイル像撮像部１１０及び拡大像撮像部１２０それぞれに設けられる撮像素
子は、１次元撮像素子であってもよく、２次元撮像素子であってもよい。
【００６２】
＜顕微鏡制御装置の全体構成について＞
　本実施形態に係る顕微鏡１０には、図２に示したように、顕微鏡の様々な部位を制御す
るための顕微鏡制御装置２０が接続されている。この顕微鏡制御装置２０は、図２に示し
たように、統括制御部２０１と、照明制御部２０３と、ステージ駆動制御部２０５と、サ
ムネイル像撮像制御部２０７と、拡大像撮像制御部２０９と、記憶部２１１と、を主に備
える。
【００６３】
　ここで、照明制御部２０３は、光源１１１及び光源１２１を含む、顕微鏡１０が備える
各種の光源を制御する処理部であり、ステージ駆動制御部２０５は、ステージ駆動機構１
３５を制御する処理部である。また、サムネイル像撮像制御部２０７は、サムネイル像を
撮像するための撮像素子１１３を制御する処理部であり、拡大像撮像制御部２０９は、生
体サンプルＳＰＬの拡大像を撮像するための撮像素子１２４を制御する処理部である。こ
れらの制御部は、各種のデータ通信路を介して制御を行う部位に対して接続されている。
【００６４】
　また、本実施形態に係る顕微鏡制御装置２０には、顕微鏡全体の制御を行う制御部（統
括制御部２０１）が別途設けられており、上述の各種の制御部に、各種のデータ通信路を
介して接続されている。
【００６５】
　これらの制御部は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）、Ｇ
ＰＵ（Ｇｒａｐｈｉｃｓ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎ
ｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ストレ
ージ装置、通信装置及び演算回路等により実現されるものである。
【００６６】
　記憶部２１１は、本実施形態に係る顕微鏡制御装置２０が備えるストレージ装置の一例
である。記憶部２１１には、本実施形態に係る顕微鏡１０を制御するための各種設定情報
や、各種のデータベースや負荷予想テーブル等のルックアップテーブル等が格納される。
また、記憶部２１１には、顕微鏡１０におけるサンプルの撮像履歴など、各種の履歴情報
が記録されていてもよい。さらに、記憶部２１１には、本実施形態に係る顕微鏡制御装置
２０が、何らかの処理を行う際に保存する必要が生じた様々なパラメータや処理の途中経
過等、または、各種のデータベースやプログラム等が、適宜記録される。
【００６７】
　この記憶部２１１は、顕微鏡制御装置２０が備える各処理部が自由に読み書きを行うこ
とが可能である。
【００６８】
　以下では、統括制御部２０１を除く上記制御部について、その機能を簡単に説明するも
のとする。また、統括制御部２０１については、以下で改めて詳細に説明する。
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【００６９】
［照明制御部］
　照明制御部２０３は、本実施形態に係る顕微鏡１０が備える各種の光源を制御する処理
部である。照明制御部２０３は、統括制御部２０１から生体サンプルＳＰＬの照明方法を
示す情報が出力されると、取得した照明方法を示す情報に基づいて、対応する光源の照射
制御を行う。
【００７０】
　例えば、照明制御部２０３が、サムネイル像撮像部１１０に設けられた光源１１１の制
御を行う場合について着目する。かかる場合、照明制御部２０３は、照明方法を示す情報
を参照して、明視野像を取得すべきモード（以下、明視野モードとも称する。）又は暗視
野像を取得すべきモード（以下、暗視野モードとも称する。）のどちらを実行するかを判
断する。その後、照明制御部２０３は、各モードに応じたパラメータを光源１１１に対し
て設定し、光源１１１から、各モードに適した照明光を照射させる。これにより、光源１
１１から照射された照明光が、ステージ１３０の開口部を介して、生体サンプルＳＰＬ全
体に照射されることとなる。なお、照明制御部２０３が設定するパラメータとしては、例
えば、照明光の強度や光源種類の選択等を挙げることができる。
【００７１】
　また、照明制御部２０３が、拡大像撮像部１２０に設けられた光源１２１の制御を行う
場合について着目する。かかる場合、照明制御部２０３は、照明方法を示す情報を参照し
て、明視野モード又は暗視野モードのどちらを実行するかを判断する。その後、照明制御
部２０３は、各モードに応じたパラメータを光源１２１に対して設定し、光源１２１から
、各モードに適した照明光を照射させる。これにより、光源１２１から照射された照明光
が、ステージ１３０の開口部を介して、生体サンプルＳＰＬ全体に照射されることとなる
。なお、照明制御部２０３が設定するパラメータとしては、例えば、照明光の強度や光源
種類の選択等を挙げることができる。
【００７２】
　なお、明視野モードにおける照射光は、可視光とすることが好ましい。また、暗視野モ
ードにおける照射光は、特殊染色で用いられる蛍光マーカを励起可能な波長を含む光とす
ることが好ましい。また、暗視野モードでは、蛍光マーカに対する背景部分はカットアウ
トされることとなる。
【００７３】
［ステージ駆動制御部］
　ステージ駆動制御部２０５は、本実施形態に係る顕微鏡１０に設けられたステージを駆
動するためのステージ駆動機構１３５を制御する処理部である。ステージ駆動制御部２０
５は、統括制御部２０１から生体サンプルＳＰＬの撮像方法を示す情報が出力されると、
取得した撮像方法を示す情報に基づいて、ステージ駆動機構１３５の制御を行う。
【００７４】
　例えば、本実施形態に係る顕微鏡１０により、サムネイル像を撮像する場合に着目する
。ステージ駆動制御部２０５は、統括制御部２０１から、生体サンプルＳＰＬのサムネイ
ル像を撮像する旨の情報が出力されると、プレパラートＰＲＴ全体が撮像素子１１３の撮
像範囲に入るように、ステージ面方向（Ｘ―Ｙ軸方向）にステージ１３０を移動させる。
また、ステージ駆動制御部２０５は、プレパラートＰＲＴ全体に対物レンズ１１２の焦点
が合うように、ステージ１３０をＺ軸方向に移動させる。
【００７５】
　また、本実施形態に係る顕微鏡１０により、拡大像を撮像する場合について着目する。
ステージ駆動制御部２０５は、統括制御部２０１から、生体サンプルＳＰＬの拡大像を撮
像する旨の情報が出力されると、ステージ駆動機構１３５を駆動制御し、光源１１１と対
物レンズ１１２との間からコンデンサレンズ１２２と対物レンズ１２３との間に生体サン
プルＳＰＬが位置するよう、ステージ面方向にステージ１３０を移動させる。
【００７６】
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　また、ステージ駆動制御部２０５は、撮像素子１２４に撮像される撮像範囲に生体サン
プルの所定の部位が位置するように、ステージ面方向（Ｘ－Ｙ軸方向）にステージ１３０
を移動させる。
【００７７】
　更に、ステージ駆動制御部２０５は、ステージ駆動機構１３５を駆動制御して、所定の
撮影範囲内に位置する生体サンプルＳＰＬの部位が対物レンズ１２３の焦点に合うように
、ステージ面に直交する方向（Ｚ軸方向、組織切片の奥行方向）にステージ１３０を移動
させる。
【００７８】
［サムネイル像撮像制御部］
　サムネイル像撮像制御部２０７は、サムネイル像撮像部１１０に設けられた撮像素子１
１３の制御を行う処理部である。サムネイル像撮像制御部２０７は、明視野モード又は暗
視野モードに応じたパラメータを、撮像素子１１３に設定する。また、サムネイル像撮像
制御部２０７は、撮像素子１１３から出力される、撮像素子１１３の結像面に結像した像
に対応する出力信号を取得すると、取得した出力信号を、サムネイル像に対応する出力信
号とする。サムネイル像撮像制御部２０７は、サムネイル像に対応する出力信号を取得す
ると、取得した信号に対応するデータ（ＲＡＷデータ）を統括制御部２０１に出力する。
なお、サムネイル像撮像制御部２０７が設定するパラメータとして、例えば、露光の開始
タイミング及び終了タイミング等を挙げることができる。
【００７９】
［拡大像撮像制御部］
　拡大像撮像制御部２０９は、拡大像撮像部１２０に設けられた撮像素子１２４の制御を
行う処理部である。拡大像撮像制御部２０９は、明視野モード又は暗視野モードに応じた
パラメータを、撮像素子１２４に設定する。また、拡大像撮像制御部２０９は、撮像素子
１２４から出力される、撮像素子１２４の結像面に結像した像に対応する出力信号を取得
すると、取得した出力信号を、拡大像に対応する出力信号とする。拡大像撮像制御部２０
９は、拡大像に対応する出力信号を取得すると、取得した信号に対応するデータ（ＲＡＷ
データ）を統括制御部２０１に出力する。なお、拡大像撮像制御部２０９が設定するパラ
メータとして、例えば、露光の開始タイミング及び終了タイミング等を挙げることができ
る。
【００８０】
［統括制御部］
　統括制御部２０１は、上述の各種制御部を含む顕微鏡全体の制御を行う処理部である。
　統括制御部２０１は、顕微鏡１０により撮像されたサムネイル像及び拡大像に関するデ
ータを顕微鏡１０から取得して、これらのデータを現像したり、所定のデジタル加工処理
を施したりする。その後、統括制御部２０１は、サムネイル像及び拡大像からなる顕微鏡
画像データを、ネットワーク３を介して画像管理サーバ３０にアップロードする。これに
より、顕微鏡１０によって撮像されたサンプルの顕微鏡画像が、ネットワーク３に接続さ
れたクライアント機器である画像表示装置４０によって閲覧可能となる。
【００８１】
＜統括制御部の構成について＞
　次に、図３を参照しながら、本実施形態に係る統括制御部２０１の構成について、詳細
に説明する。図３は、本実施形態に係る統括制御部２０１の構成を示したブロック図であ
る。
【００８２】
　本実施形態に係る統括制御部２０１は、図３に示したように、統括駆動制御部２２１と
、顕微鏡画像取得部２２３と、画像処理部２２５と、顕微鏡画像出力部２２７と、通信制
御部２２９と、を主に備える。
【００８３】
　統括駆動制御部２２１は、例えば、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等により実現される。統括
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駆動制御部２２１は、顕微鏡１０の各部位を制御する制御部（照明制御部２０３、ステー
ジ駆動制御部２０５、サムネイル像撮像制御部２０７及び拡大像撮像制御部２０９）を統
括的に制御する駆動制御部である。統括駆動制御部２２１は、顕微鏡１０の各部位に対し
て、各種の情報（例えば各種の設定パラメータ等）を設定したり、顕微鏡１０の各部位か
ら各種の情報を取得したりする。
【００８４】
　細胞組織サンプルのスライドは、厚みが数ミクロン程度の薄くスライスされた組織がガ
ラス製のスライドに固定されたものである。このスライドを、被写界深度が１μｍ程度の
顕微鏡１０を用いてデジタル画像化する際に、統括駆動制御部２２１は、組織の厚み方向
（以下では、Ｚ方向とする。）にステージ１４０を駆動させて、観察部位を奥行き方向に
変えた複数枚のデジタル画像を撮像する。このとき、細胞組織の厚さムラや、細胞組織が
ガラス上に載せられた際のうねり、組織切片そのもののうねりなどの要因により、一枚の
撮像画像の中で最も適切な合焦状態にある奥行き方向の位置は、画像の各領域によって異
なったものになる。このことは、デジタル化する際に使用されるセンサ（撮像素子）が大
型のものになるほど顕著になる。
【００８５】
　統括駆動制御部２２１は、撮像された顕微鏡画像の全ての領域にて明瞭な合焦状態にあ
る画像を提供するために、Ｚ方向に複数枚の拡大像を撮影する撮影範囲の選択時に、全て
の領域の最適合焦位置となる奥行きを含むように顕微鏡１０の駆動制御を行う。
【００８６】
　すなわち、図３に示したように、拡大像撮像部１２０が、プレパラートＰＲＴ上に載置
された細胞組織サンプルＳＰＬの領域ＡＲ（Ｘ０≦Ｘ≦Ｘ３、Ｙ０≦Ｙ≦Ｙ１）を撮像す
る場合、サンプルの高さ（Ｚ方向の高さ）は、各位置において異なっていることが多い。
そこで、統括駆動制御部２２１は、厚みＤのサンプルＳＰＬを撮像する際、奥行き方向の
位置をΔｄずつずらしながら、奥行き方向の各位置毎にデジタル画像ＭＩを撮像する。従
って、あるサンプルに対する拡大像は、奥行き位置の異なる複数のデジタル画像群から構
成されることとなる。これにより、全ての領域の最適合焦位置となる奥行きを含む複数の
デジタル画像ＭＩを撮像することが可能となる。ここで、移動幅Δｄは、顕微鏡１０の被
写界深度等を考慮して決定することが好ましく、例えば、０．２μｍ程度とすることがで
きる。
【００８７】
　なお、顕微鏡１０において例えばスキャン方式のオートフォーカス（ＡＦ）が実施され
る場合、検波窓を画像の一部領域だけに設けるのではなく、個々の領域毎に個別の検波窓
を持ち、角窓毎に合焦点の判定を行うようになっていることが好ましい。これにより、最
適合合焦位置となる奥行きを含む複数のデジタル画像ＭＩを、より正確に撮像することが
可能となる。また、顕微鏡１０において例えば位相差方式のＡＦが実施される場合、拡大
像全域の最適合焦位置を、デフォーカス面（換言すれば、起伏形状）として取得すること
ができる。
【００８８】
　顕微鏡画像取得部２２３は、例えば、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、通信装置等により実現
される。顕微鏡画像取得部２２３は、サムネイル像撮像部１１０が撮像したサムネイル像
に対応するデータ及び拡大像撮像部１２０が撮像した拡大像に対応するデータを、各撮像
制御部を介して取得する。
【００８９】
　顕微鏡画像取得部２２３は、サムネイル像に対応するデータ（サムネイル像データ）及
び拡大像に対応するデータ（拡大像データ）を、各撮像制御部を介して取得すると、取得
したこれらの画像データを、後述する画像処理部２２５に出力する。
【００９０】
　なお、顕微鏡画像取得部２２３は、取得したこれらの画像データ（顕微鏡画像データ）
を、取得した日時に関する情報等と関連付けて記憶部２１１等に格納してもよい。
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【００９１】
　画像処理部２２５は、例えば、ＣＰＵ、ＧＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等により実現される。
画像処理部２２５は、顕微鏡画像取得部２２３から出力された顕微鏡画像（特に、サムネ
イル像及び拡大像）に対して、所定の画像処理を実施する。画像処理部２２５は、所定の
画像処理が実施されたサムネイル像及び拡大像からなる顕微鏡画像と、当該顕微鏡画像を
特徴づける各種のメタデータとを、後述する顕微鏡画像出力部２２７に出力する。
【００９２】
　なお、画像処理部２２５の詳細な構成については、以下で改めて詳細に説明する。
【００９３】
　顕微鏡画像出力部２２７は、例えば、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等により実現される。顕
微鏡画像出力部２２７は、画像処理部２２５から出力された顕微鏡画像及び当該顕微鏡画
像に付随するメタデータ等の各種の情報を、後述する通信制御部２２９を介して画像管理
サーバ３０に出力する。これにより、顕微鏡１０によって撮像されたサンプルの顕微鏡画
像（デジタル顕微鏡画像）が、画像管理サーバ３０によって管理されることとなる。
【００９４】
　通信制御部２２９は、例えば、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、通信装置等により実現される
。通信制御部２２９は、顕微鏡制御装置２０と、顕微鏡制御装置２０の外部に設けられた
画像管理サーバ３０との間で、ネットワーク３を介して行われる通信の制御を行う。
【００９５】
［画像処理部の構成について］
　次に、図６を参照しながら、本実施形態に係る画像処理部２２５の構成について、詳細
に説明する。図６は、本実施形態に係る画像処理部２２５の構成を示したブロック図であ
る。
【００９６】
　画像処理部２２５は、図４に示したように、デジタル加工部２３１と、領域分割部２３
３と、合焦位置検出部２３５と、合焦位置情報生成部２３７と、全領域合焦画像生成部２
３９と、を更に備える。
【００９７】
　デジタル加工部２３１は、例えば、ＣＰＵ、ＧＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等により実現され
る。デジタル加工部２３１は、顕微鏡画像取得部２２３から出力されたサムネイル像デー
タや拡大像データ（より詳細には、これらの像のＲＡＷデータ）を取得すると、これらＲ
ＡＷデータの現像処理を行う。また、デジタル加工部２３１は、画像データの現像処理と
ともに、これらの像を構成する複数の画像をつなぎ合わせる処理（スティッチング処理）
を実施する。
【００９８】
　また、デジタル加工部２３１は、必要に応じて、得られたデジタル画像データの変換処
理（トランスコード）等を実施することも可能である。デジタル画像の変換処理としては
、デジタル画像を圧縮してＪＰＥＧ画像等を生成したり、ＪＰＥＧ画像等に圧縮されたデ
ータを、異なる形式の圧縮画像（例えば、ＧＩＦ形式等）に変換したりする処理を挙げる
ことができる。また、デジタル画像の変換処理には、圧縮された画像データを一度解凍し
た上でエッジ強調などの処理を実施して、再度圧縮する処理や、圧縮画像の圧縮率を変更
する処理等も含まれる。
【００９９】
　デジタル加工部２３１は、このようにして得られた顕微鏡画像（サムネイル像及び拡大
像）を、顕微鏡画像出力部２２７、並びに、後述する領域分割部２３３及び全領域合焦画
像生成部２３９に出力する。また、デジタル加工部２３１は、得られた顕微鏡画像を、記
憶部２１１に格納してもよい。
【０１００】
　領域分割部２３３は、例えば、ＣＰＵ、ＧＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等により実現される。
領域分割部２３３は、サンプルの拡大像に対応するデータを取得すると、例えば図７に示
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したように、拡大像を構成する奥行き位置の異なる複数のデジタル画像ＭＩそれぞれにつ
いて、デジタル画像ＭＩに対応する平面領域を複数のサブ領域５０１に分割する。ここで
、拡大像を構成する複数のデジタル画像ＭＩ間で、サブ領域５０１の大きさは統一してお
く。ある拡大像を構成する複数のデジタル画像ＭＩは、互いに同一の大きさを有するもの
であるため、これらデジタル画像ＭＩは同一のサブ領域数に分割されることとなり、デジ
タル画像ＭＩ間でサブ領域の位置を対応させることが可能となる。
【０１０１】
　なお、図７において、各サブ領域５０１の大きさは、デジタル画像ＭＩの大きさ（ピク
セル数）の大きさに応じて適宜決定すればよい。例えば、デジタル画像ＭＩの大きさが４
０６４×６１０４ピクセル程度である場合には、サブ領域５０１の大きさを、例えば３０
×２０ピクセル程度の大きさにすることができる。
【０１０２】
　また、領域分割部２３３は、デジタル画像ＭＩを構成する各サブ領域５０１に対して、
当該デジタル画像ＭＩ内で固有の識別情報（例えば、識別番号等）を付与しておくことが
好ましい。かかる場合において、識別情報の付与方法は、デジタル画像ＭＩ間で統一して
おく。そうすることで、それぞれのデジタル画像ＭＩにおいて同一の識別情報が付与され
たサブ領域５０１は、デジタル画像ＭＩ間で同一の領域を示すこととなり、デジタル画像
ＭＩ間でのサブ領域の対比が容易となる。
【０１０３】
　領域分割部２３３は、各デジタル画像ＭＩに対応する平面領域を複数のサブ領域５０１
に分割すると、その分割結果を、後述する合焦位置検出部２３５に出力する。
【０１０４】
　なお、本実施形態では、領域分割部２３３が平面領域を矩形のサブ領域に分割していく
場合を例にとって説明を行うが、サブ領域の形状は、かかる例に限定されるわけではなく
、平面領域を隙間なく充填することが可能な形状であればよい。
【０１０５】
　合焦位置検出部２３５は、例えば、ＣＰＵ、ＧＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等により実現され
る。合焦位置検出部２３５は、領域分割部２３３によって分割された各サブ領域について
、合焦状態にあるデジタル画像を、顕微鏡画像を構成する複数のデジタル画像ＭＩの中か
ら検出する。
【０１０６】
　以下では、顕微鏡画像が、奥行き位置の異なるＮ枚のデジタル画像ＭＩから構成されて
いるものとする。また、これらＮ枚のデジタル画像ＭＩは、対物レンズ側に位置するもの
から順に、デジタル画像の奥行き位置を特定するための番号（すなわち、特定情報）が付
与されているものとする。
【０１０７】
　合焦位置検出部２３５は、例えば、あるサブ領域についてはｐ番目（１≦ｐ≦Ｎ）のデ
ジタル画像が合焦状態にあり、あるサブ領域についてはｑ番目（１≦ｑ≦Ｎ）のデジタル
画像が合焦状態にある、といったように、合焦状態にあるデジタル画像をサブ領域毎に検
出していく。
【０１０８】
　ここで、合焦位置検出部２３５は、Ｎ枚存在するデジタル画像のコントラストに着目し
てコントラストの評価値を算出し、算出した評価値に基づいて合焦状態にあるデジタル画
像をサブ領域毎に検出する。
【０１０９】
　図８は、４０６４×６１０４ピクセルの領域（デジタル画像に対応する領域）が３０×
２０ピクセルのサブ領域に分割された場合について示した説明図である。図８では、サン
プルの顕微鏡画像が、４０枚（Ｎ＝４０）のデジタル画像ＭＩから構成されている。かか
る場合に、合焦位置検出部２３５は、着目しているサブ領域について、デジタル画像ＭＩ
ごとに、コントラストの評価値を算出する。その上で、合焦位置検出部２３５は、コント
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ラストの評価値が最大値となっているデジタル画像を、合焦状態にあるデジタル画像とす
る。図８に示した例では、対物レンズ側から数えて２７枚目に当たるデジタル画像におい
てコントラストの評価値が最大値となっているため、合焦位置検出部２３５は、着目して
いるサブ領域では、２７枚目のデジタル画像が合焦状態にあるデジタル画像であると判断
する。
【０１１０】
　コントラストを評価するための評価値としては任意のものを利用可能であるが、例えば
、デジタル画像の輝度値の分散をコントラストの評価値として利用することが可能である
。この場合、合焦位置検出部２３５は、各デジタル画像の各サブ領域について、デジタル
画像の輝度値の平均を算出するとともに、以下の式１０１に基づいて、輝度値の分散の和
Ｖを算出する。
【０１１１】
【数１】

【０１１２】
　ここで、上記式１０１において、パラメータｎはサブ領域に含まれる画素数であり、Ｙ

ｊは、サブ領域に含まれるｊ番目の画素の輝度値であり、ＹＡＶＥは、着目しているサブ
領域の輝度値の平均を表している。
【０１１３】
　合焦位置検出部２３５は、算出した輝度値の分散の和の最大値を与えるデジタル画像を
、Ｎ枚（図８の例では、４０枚）のデジタル画像の中から抽出し、抽出したデジタル画像
を、着目しているサブ領域において合焦状態にあるデジタル画像とする。
【０１１４】
　図９及び図１０は、このようにして検出された合焦状態にあるデジタル画像の分布を図
示したものである。図８に示した結果は、奥行き位置の違いを色の濃淡で表した２次元マ
ップであり、図９に示した結果は、奥行き位置の違いを３次元的に示したものである。図
８及び図９に示した結果からも明らかなように、一つの細胞組織サンプルにおいても、合
焦状態にあるデジタル画像の奥行き位置は一定ではないことがわかる。また、図９に示し
たような、合焦状態にあるデジタル画像の奥行き位置の推移を示したグラフ図を参照する
ことで、合焦状態が何枚目から何枚目に位置するデジタル画像に存在するかを明らかにす
ることができる。このような結果を利用して、例えば、ピントの合っていない画像やピン
トの合っていない部分については、画像を圧縮する際の圧縮率を高くするなど、更なる画
像処理を施すことも可能となる。
【０１１５】
　合焦位置検出部２３５は、このようにして検出した合焦状態にあるデジタル画像の検出
結果を、後述する合焦位置情報生成部２３７に出力する。また、合焦位置検出部２３５は
、合焦状態にあるデジタル画像の検出結果を、記憶部２１１等に記録してもよい。
【０１１６】
　なお、サンプルである細胞組織切片に穴が開いている場合などには、合焦状態にあるデ
ジタル画像を特定できない場合も生じうる。このような場合には、合焦位置検出部２３５
は、着目しているサブ領域の近傍に位置するサブ領域（例えば、周囲８個のサブ領域）の
合焦状態に着目し、これら近傍のサブ領域において合焦状態にあるデジタル画像を、着目
しているサブ領域において合焦状態にあるデジタル画像とする。これは、着目しているサ
ブ領域の近傍に位置しているサブ領域は、着目しているサブ領域と同じような奥行き位置
で合焦している可能性が高いと考えられるからである。
【０１１７】
　また、サンプルによっては、合焦状態にあると判断されるデジタル画像が複数枚存在す
る場合も生じうる。このような場合、合焦位置検出部２３５は、得られた複数の検出結果
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をそのまま利用してもよく、いずれか一つの検出結果のみを利用してもよい。
【０１１８】
　更に、サンプルである細胞組織が染色処理により特定の色（色相）を呈している場合も
ある。このような場合、合焦位置検出部２３５は、輝度値の分散の代わりに、目的とする
細胞の色情報を、合焦状態にあるデジタル画像の評価値として利用することも可能である
。例えば、細胞組織に対してヘマトキシリン・エオジン（Ｈｅｍａｔｏｘｉｌｉｎ－Ｅｏ
ｓｉｎ：ＨＥ）染色を実施すると、細胞質は赤く染色され、細胞核は青く染色される。そ
こで、細胞核に着目したい場合には青成分の色情報を利用し、細胞質に着目したい場合に
は赤成分の色情報を利用することで、着目したい組織に対してより効果的に合焦位置を検
出することができる。この場合、例えば、着目しない方の色情報を有する画素値は利用し
ないなど、上記式１０１に対して改良を加えることで、評価値を算出することができる。
【０１１９】
　合焦位置情報生成部２３７は、例えば、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等により実現される。
合焦位置情報生成部２３７は、合焦位置検出部２３５における検出結果に基づいて、合焦
状態にあるデジタル画像を特定する特定情報がサブ領域毎に関連付けられた合焦位置情報
を生成する。
【０１２０】
　合焦位置情報は、サブ領域を特定する識別情報と合焦状態にあるデジタル画像を特定す
る特定情報とが互いに関連付けられたものであれば、その形式は問わないが、合焦位置情
報生成部２３７は、例えば図１１に示したような合焦位置情報を生成する。図１１に示し
た合焦位置情報は、サブ領域を特定する識別番号（ＩＤ）と、該当するサブ領域において
合焦状態となるデジタル画像に付与された番号とが互いに関連付けられたルックアップテ
ーブルとなっている。サブ領域を特定するための識別情報は、図１１に示したようなサブ
領域に付与された識別番号でもよいし、デジタル画像に対応する平面領域内でのサブ領域
の位置を表す座標であってもよい。
【０１２１】
　また、合焦位置情報生成部２３７は、図１１に示したようなルックアップテーブルでは
なく、図９に示したような色分布マップのような画像情報を、合焦位置情報として生成し
てもよい。
【０１２２】
　合焦位置情報生成部２３７は、生成した合焦位置情報を、顕微鏡画像出力部２２７と、
後述する全領域合焦画像生成部２３９と、に出力する。また、合焦位置情報生成部２３７
は、生成した合焦位置情報を、記憶部２１１等に格納してもよい。
【０１２３】
　全領域合焦画像生成部２３９は、例えば、ＣＰＵ、ＧＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等により実
現される。全領域合焦画像生成部２３９は、デジタル加工部２３１から出力された顕微鏡
画像（デジタル画像）と、合焦位置情報生成部２３７から出力された合焦位置情報とを利
用して、全領域合焦画像を生成する。全領域合焦画像は、デジタル画像に対応する平面全
体が合焦状態にある顕微鏡画像（デジタル画像）である。
【０１２４】
　全領域合焦画像生成部２３９は、まず、合焦位置情報を参照して、サブ領域毎に合焦状
態にあるデジタル画像（より詳細には、合焦状態にあるデジタル画像の、着目しているサ
ブ領域に該当する部分）を抽出する。その後、全領域合焦画像生成部２３９は、抽出した
合焦状態にあるデジタル画像をつなぎ合わせて、全領域合焦画像を生成する。
【０１２５】
　図１２は、全領域合焦画像の生成方法の概略を示した説明図である。
　全領域合焦画像生成部２３９は、合焦位置情報生成部２３７から出力された合焦位置情
報を参照して、各サブ領域について、合焦状態にあるデジタル画像がどれかを特定する。
図１２に示した例では、全領域合焦画像生成部２３９は、サブ領域ＩＤ＝１であるサブ領
域については、対物レンズ側から２０枚目のデジタル画像が合焦状態にあることを特定す
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る。同様にして、全領域合焦画像生成部２３９は、全てのサブ領域について、合焦状態に
あるデジタル画像がどれかを特定する。
【０１２６】
　次に、全領域合焦画像生成部２３９は、ＩＤ＝１のサブ領域については、２０枚目のデ
ジタル画像のＩＤ＝１のサブ領域に該当する部分を抽出し、ＩＤ＝２のサブ領域について
は、１８枚目のデジタル画像のＩＤ＝２のサブ領域に該当する部分を抽出する。同様にし
て、全領域合焦画像生成部２３９は、全てのサブ領域について、全領域合焦画像の生成に
利用する画像データを、該当するデジタル画像の中から抽出する。抽出したこれらのデジ
タル画像をつなぎ合わせることで、全領域合焦画像が生成されることとなる。
【０１２７】
　このようにして生成される全領域合焦画像と通常の合焦画像との違いについて、図１３
を参照しながら、簡単に説明する。
　合焦画像は、画像全体として合焦度が高い画像である。顕微鏡画像の撮像対象であるサ
ンプルは有限の厚みを有するものであり、前述のように、サンプルの部位毎に合焦状態に
ある奥行き位置は異なっている。そのため、図１３上段に示したように、通常の合焦画像
においてサブ領域Ａは合焦状態にあったとしても、サブ領域Ｂ及びサブ領域Ｃが合焦状態
にあるとは限らない。
【０１２８】
　他方、全領域合焦画像生成部２３９によって生成される全領域合焦画像は、全てのサブ
領域が合焦している画像である。そのため、図１３下段に示したように、サブ領域Ａ、サ
ブ領域Ｂ及びサブ領域Ｃを含む全領域合焦画像中の全てのサブ領域は、合焦した状態にあ
る。従って、顕微鏡画像の閲覧者は、画像のピント調整を行うことなく、サンプルの顕微
鏡画像の全ての平面領域が合焦状態にある画像を閲覧できる。これにより、閲覧者の利便
性を飛躍的に向上させることが可能となる。
【０１２９】
　顕微鏡画像出力部２２７は、このようにして生成された合焦位置情報を、顕微鏡画像の
データに関連付ける。また、顕微鏡画像出力部２２７は、合焦位置情報を顕微鏡画像のデ
ータに関連付けるだけでなく、データ内の所定の位置（例えば、画像データのヘッダ内な
ど）に記録してもよい。更に、全領域合焦画像生成部２３９により全領域合焦画像が生成
された場合には、顕微鏡画像出力部２２７は、かかる全領域合焦画像に関するデータを、
顕微鏡画像データに更に関連付ける。
【０１３０】
　本実施形態に係る顕微鏡画像データは大容量であるため、何らかの圧縮フォーマットを
用いて保存されることが好ましい。かかる場合において、本実施形態に係る合焦位置情報
が存在しないとき、画像表示装置４０は、顕微鏡画像を表示する際に、逐一選択された画
像の全ての奥行き方向の枚数をデコードし、全枚数について最適合焦点を演算することと
なる。しかしながら、かかる処理を実施するためには、画像表示装置４０のＣＰＵやメモ
リ等のリソースに関する負荷が大きくなると考えられる。このように、本実施形態に係る
合焦位置情報を利用することで、画像表示装置４０において顕微鏡画像を表示する際に、
画像表示装置４０の負荷を低減することが可能となる。なお、画像表示装置４０の負荷を
考慮しなくても良いのであれば、顕微鏡画像のデジタル化の時点で合焦位置情報が画像デ
ータ内、又は、画像データに関連付けられて生成保存されていなくともよい。
【０１３１】
　以上、本実施形態に係る顕微鏡制御装置２０の機能の一例を示した。上記の各構成要素
は、汎用的な部材や回路を用いて構成されていてもよいし、各構成要素の機能に特化した
ハードウェアにより構成されていてもよい。また、各構成要素の機能を、ＣＰＵ等が全て
行ってもよい。従って、本実施形態を実施する時々の技術レベルに応じて、適宜、利用す
る構成を変更することが可能である。
【０１３２】
　なお、上述のような本実施形態に係る顕微鏡制御装置２０の各機能を実現するためのコ
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ンピュータプログラムを作製し、パーソナルコンピュータ等に実装することが可能である
。また、このようなコンピュータプログラムが格納された、コンピュータで読み取り可能
な記録媒体も提供することができる。記録媒体は、例えば、磁気ディスク、光ディスク、
光磁気ディスク、フラッシュメモリなどである。また、上記のコンピュータプログラムは
、記録媒体を用いずに、例えばネットワークを介して配信してもよい。
【０１３３】
＜画像表示装置の構成について＞
　次に、図１４を参照しながら、本実施形態に係る画像表示装置４０の構成について、詳
細に説明する。図１４は、本実施形態に係る画像表示装置４０の構成を示したブロック図
である。
【０１３４】
　本実施形態に係る画像表示装置４０は、図１４に示したように、ユーザ操作情報取得部
４０１と、顕微鏡画像取得部４０３と、表示制御部４０５と、表示画像選択部４０７と、
通信制御部４０９と、記憶部４１１と、を主に備える。
【０１３５】
　ユーザ操作情報取得部４０１は、例えば、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、入力装置等により
実現される。ユーザ操作情報取得部４０１は、キーボード、マウス、タッチパネル等とい
った入力装置から出力された、当該入力装置にユーザが行ったユーザ操作に対応する出力
信号を取得して、ユーザが行った操作（ユーザ操作）を表すユーザ操作情報とを生成する
。ユーザ操作情報取得部４０１は、生成したユーザ操作情報を、後述する顕微鏡画像取得
部４０３、表示制御部４０５及び表示画像選択部４０７に出力する。また、ユーザ操作情
報取得部４０１は、生成したユーザ操作情報を、後述する記憶部４１１に格納して、履歴
情報としてもよい。
【０１３６】
　ここで、キーボード、マウス、タッチパネル等の入力装置にユーザが行う操作の一例と
して、例えば、顕微鏡画像の選択処理や、ある顕微鏡画像についての表示領域の変更処理
等を挙げることができる。また、ユーザが行うユーザ操作は、これらの例に限定されるわ
けではなく、ユーザが行ったユーザ操作は、適宜当該ユーザ操作を表すユーザ操作情報へ
と変換され、各処理部へと出力される。
【０１３７】
　顕微鏡画像取得部４０３は、例えば、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等により実現される。顕
微鏡画像取得部４０３は、ユーザ操作情報取得部４０１から出力された、顕微鏡画像の一
覧の取得開始を示すユーザ操作情報に応じて、画像管理サーバ３０から、当該画像管理サ
ーバ３０が管理している顕微鏡画像の一覧（リスト）を取得する。また、顕微鏡画像取得
部４０３は、ユーザ操作により、あるサンプルの顕微鏡画像が選択されると、選択された
顕微鏡画像の送信リクエストを、画像管理サーバ３０に送信する。
【０１３８】
　顕微鏡画像取得部４０３は、画像管理サーバ３０から出力された複数のデジタル画像か
らなる顕微鏡画像のデータを取得すると、取得した顕微鏡画像のデータを、後述する表示
制御部４０５に出力する。また、顕微鏡画像取得部４０３は、取得した顕微鏡画像のデー
タを、記憶部４１１に格納してもよい。
【０１３９】
　表示制御部４０５は、例えば、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等により実現される。表示制御
部４０５は、本実施形態に係る画像表示装置４０が備えるディスプレイ等の表示装置に表
示される表示画面の制御を行う。また、表示制御部４０５は、ユーザ操作情報取得部４０
１から出力されるユーザ操作情報、及び、後述する表示画像選択部４０７から出力される
選択画像情報の少なくとも何れかに応じて、表示画面に表示されている内容を変更する。
【０１４０】
　具体的には、表示制御部４０５は、顕微鏡画像取得部４０３から、顕微鏡画像の一覧に
関する情報が出力されると、出力された情報に基づいて、ユーザが閲覧可能な顕微鏡画像
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のリストを、表示画面に表示する。また、表示制御部４０５は、ユーザ操作情報として顕
微鏡画像の表示を開始する情報が出力された場合に、後述する表示画像選択部４０７から
出力される選択画像情報に基づいて、当該選択画像情報により指定されたサンプルの拡大
像を、表示画面に表示する。また、ユーザ操作情報として、表示画面に表示されている表
示領域を変更する情報が出力された場合には、表示画面内で拡大像を上下左右に（平面内
で）動かしたり、ズーム・パンなど拡大縮小表示したり、奥行き方向に焦点位置を変える
ように動かしたりする。
【０１４１】
　この際、表示制御部４０５は、表示画面に表示されているデジタル画像の部位（領域）
を特定し、この表示画面に表示されている領域に関する情報を、顕微鏡画像取得部４０３
及び表示画像選択部４０７に出力する。また、表示制御部４０５は、マウスポインタ等の
位置指定オブジェクトが表示されている位置（表示画面における位置）を特定し、この表
示位置に関する情報を、表示画像選択部４０７に出力する。これにより、顕微鏡画像取得
部４０３及び表示画像選択部４０７は、画像表示装置４０内において表示画面に表示され
ている内容に関する各種の情報（以下、表示内容情報とも称する。）を把握することがで
きる。
【０１４２】
　なお、表示制御部４０５は、画像表示装置４０の表示画面に表示する内容として、記憶
部４１１等に格納されている各種の情報を利用することが可能である。
【０１４３】
　表示画像選択部４０７は、例えば、ＣＰＵ、ＧＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等により実現され
る。表示画像選択部４０７は、ユーザ操作情報取得部４０１から出力されたユーザ操作情
報、及び、表示制御部４０５から出力された各種の表示内容情報に基づいて、指定された
サンプルを表示画面に表示する際に利用するデジタル画像を選択する。
【０１４４】
　具体的には、表示画像選択部４０７は、ユーザ操作情報取得部４０１から、顕微鏡画像
の表示を開始するユーザ操作情報が出力された場合、表示画面に最初に表示するサンプル
の拡大像として、全領域合焦画像を選択することができる。この際、表示を行うサンプル
の顕微鏡画像に生成済みの全領域合焦画像が存在するのであれば、表示画像選択部４０７
は、生成されている全領域合焦画像を利用する旨を示した選択画像情報を生成し、表示制
御部４０５に生成した選択画像情報を出力する。ここで、選択画像情報は、表示画像選択
部４０７が行った画像の選択処理の選択結果を示した情報である。また、全領域合焦画像
が存在しないのであれば、表示画像選択部４０７は、顕微鏡制御装置２０の全領域合焦画
像生成部２３９と同様の方法を用いて、全領域合焦画像を生成することができる。
【０１４５】
　表示画像選択部４０７は、ユーザ操作情報取得部４０１から顕微鏡画像の表示を開始す
るユーザ操作情報が出力された場合、サンプルの拡大像が表示される表示領域の略中央部
分に対応するサブ領域が合焦状態となっているように、デジタル画像を選択可能である。
ユーザは、表示画面にある画像が表示される場合、その中央部分を最初に注視することが
多い。そのため、拡大像が表示される表示領域の略中央部分が合焦状態となっているよう
なデジタル画像を選択することで、サンプルの拡大像の閲覧者は、ピント調整等の操作を
行う手間を省くことができ、ユーザの利便性を向上させることが可能となる。
【０１４６】
　かかる場合、表示画像選択部４０７は、表示制御部４０５から、サンプルの拡大像が表
示される領域の大きさに関する表示内容情報を取得し、この表示領域の略中央部分に位置
するサブ領域が、デジタル画像に対応する表面領域のどの部分に対応するかを特定する。
その後、表示画像選択部４０７は、顕微鏡画像に関連付けられている合焦位置情報を参照
して、特定したサブ領域（表示領域の略中央部分に位置するサブ領域）が合焦状態となっ
ているデジタル画像を選択する。次に、表示画面選択部４０７は、選択したデジタル画像
を示す情報を、選択画像情報として表示制御部４０５に出力する。
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【０１４７】
　表示画像選択部４０７は、ユーザ操作情報取得部４０１から顕微鏡画像の表示を開始す
るユーザ操作情報が出力された場合、位置指定オブジェクトが存在する位置に対応するサ
ブ領域が合焦状態となっているように、デジタル画像を選択可能である。
【０１４８】
　かかる場合、表示画像選択部４０７は、表示制御部４０５から、位置指定オブジェクト
の存在位置を表す表示内容情報を取得し、位置指定オブジェクトの存在位置が、どのサブ
領域に対応するかを特定する。その後、表示画像選択部４０７は、顕微鏡画像に関連付け
られている合焦位置情報を参照して、特定したサブ領域が合焦状態となっているデジタル
画像を選択する。次に、表示画面選択部４０７は、選択したデジタル画像を示す情報を、
選択画像情報として表示制御部４０５に出力する。
【０１４９】
　以上説明したような、３種類の初期表示画像の選択処理については、適宜オン・オフす
ることが可能である。すなわち、画像表示装置４０のデフォルト動作設定機能等を利用し
て、初期表示画面としてどのようなデジタル画像を表示するかを指定することが可能であ
る。また、初期表示画面に用いられるデジタル画像は上記のものに限定されるわけではな
い。
【０１５０】
　更に、表示画像選択部４０７は、ユーザ操作情報として表示画面に表示されている表示
領域を変更する情報が出力された場合、ユーザ操作に応じて、表示に利用するデジタル画
像を選択する。これにより、サンプルの拡大像の閲覧者が意図したデジタル画像が、表示
画像選択部４０７により選択されることとなる。
【０１５１】
　このように、画像表示装置４０では、マウスのホイール操作などによりユーザが任意の
奥行き位置のデジタル画像を選択することで、顕微鏡のフォーカスの手動調整と同様の操
作を行うことが可能である。しかし、前述のように、デジタル画像データの個々の奥行き
位置の画像では、画像の表示領域によって合焦状態がまちまちとなり、観察位置を移動す
る度にユーザはフォーカスの手動調整をすることとなる。そこで、表示画像選択部４０７
は、合焦位置情報を利用して、例えば、表示画像の中心に対応する領域やポインタ等の位
置指定オブジェクトが停止している領域の合焦状態が最適状態になるように、奥行き方向
の表示位置を自動的に合焦位置情報から選択する。これにより、本実施形態に係る画像表
示装置４０では、ユーザが観察したい領域にあたかもスライドステージがオートフォーカ
スされるような表示が可能となり、ユーザの操作の手間が簡略化される。また、表示領域
の全てが最適合焦状態となっている全領域合焦画像を利用することで、奥行き方向のない
一枚のデジタル画像により全領域をユーザが閲覧可能となる。
【０１５２】
　また、ユーザがサンプルの立体的な構造の変化（すなわち、奥行き位置の変化に伴うサ
ンプル像の変化）を観察する場合も考えられる。かかる場合には、ユーザが手動で奥行き
位置を変えるような操作が行われるため、前述の自動最適フォーカス表示や全領域合焦画
像表示の機能は、オン・オフできることが好ましい。
【０１５３】
　通信制御部４０９は、例えば、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、通信装置等により実現される
。通信制御部４０９は、画像表示装置４０と、画像表示装置４０の外部に設けられた画像
管理サーバ３０との間で、ネットワーク３を介して行われる通信の制御を行う。
【０１５４】
　記憶部４１１は、本実施形態に係る画像表示装置４０が備えるストレージ装置の一例で
ある。記憶部４１１には、画像管理サーバ３０から取得した顕微鏡画像データや、当該顕
微鏡画像データに関連付けられている合焦位置情報を含む各種のメタ情報等が格納される
。また、記憶部４１１には、顕微鏡画像データの取得履歴など、各種の履歴情報が記録さ
れていてもよい。さらに、記憶部４１１には、本実施形態に係る画像表示装置４０が、何
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らかの処理を行う際に保存する必要が生じた様々なパラメータや処理の途中経過等、また
は、各種のデータベースやプログラム等が、適宜記録される。
【０１５５】
　以上、本実施形態に係る画像表示装置４０の機能の一例を示した。上記の各構成要素は
、汎用的な部材や回路を用いて構成されていてもよいし、各構成要素の機能に特化したハ
ードウェアにより構成されていてもよい。また、各構成要素の機能を、ＣＰＵ等が全て行
ってもよい。従って、本実施形態を実施する時々の技術レベルに応じて、適宜、利用する
構成を変更することが可能である。
【０１５６】
　なお、上述のような本実施形態に係る画像表示装置４０の各機能を実現するためのコン
ピュータプログラムを作製し、パーソナルコンピュータ等に実装することが可能である。
また、このようなコンピュータプログラムが格納された、コンピュータで読み取り可能な
記録媒体も提供することができる。記録媒体は、例えば、磁気ディスク、光ディスク、光
磁気ディスク、フラッシュメモリなどである。また、上記のコンピュータプログラムは、
記録媒体を用いずに、例えばネットワークを介して配信してもよい。
【０１５７】
＜表示画面の一例について＞
　次に、図１５を参照しながら、本実施形態に係る画像表示装置４０のディスプレイ等に
表示される表示画面の一例について、簡単に説明する。図１５は、本実施形態に係る画像
表示装置の表示画面の一例を示した説明図である。
【０１５８】
　図１５に示したように、画像表示装置４０のディスプレイ等の表示画面６０１には、あ
るサンプルの拡大像が表示される拡大像表示領域６０３が設けられる。また、表示画面６
０１には、例えば図１１に示したような合焦位置情報や図９に示したような合焦位置を表
した合焦マップ画像等が表示される副情報表示領域６０５が設けられていてもよい。副情
報表示領域６０５が設けられることで、ユーザは、着目している拡大像の部分の合焦位置
が、サンプルの厚みのどのあたりに該当するのかを的確に把握することが可能である。ま
た、副情報表示領域６０５に表示される表示内容には、適宜編集が加えられても良い。例
えば、あるサブ領域について合焦状態となる奥行き位置が複数存在する場合には、合焦状
態となる奥行き位置が複数存在することを表すように、サブ領域の縁取りの色を変更する
などの編集が加えられても良い。また、合焦位置が複数存在するサブ領域が存在する場合
には、合焦位置の組み合わせ毎に、副情報表示領域６０５に全領域合焦画像が表示されて
もよい。
【０１５９】
　画像表示装置４０のユーザが、マウス、キーボード、タッチパネル等の入力装置を操作
して、サンプルの拡大像を表示画面６０１に表示させる操作を行った場合、拡大像表示領
域６０３には、所定の初期表示画像が表示される。この初期表示画像は、前述のように、
全領域合焦画像であったり、拡大像表示領域６０３の略中央部分が合焦状態となっている
デジタル画像であったりしてもよい。また、図１５に示した例では、位置指定オブジェク
トの一例であるポインタ６０７が、サブ領域ＡＲ１に存在している場合を示している。こ
の場合、表示画像選択部４０７は、表示制御部４０５から出力される表示内容情報に基づ
いてサブ領域ＡＲ１の位置を特定した上で合焦位置情報を参照し、領域ＡＲ１が合焦状態
となっているデジタル画像を初期表示画像として選択する。その結果、拡大像表示領域６
０３には、領域ＡＲ１が合焦状態となっているデジタル画像が表示されることとなる。
【０１６０】
　なお、図１５に示した表示画面はあくまでも一例であって、本実施形態に係る画像表示
装置４０のディスプレイ等の表示装置に表示される表示画面が、図１５に示した例に限定
されるわけではない。
【０１６１】
＜合焦位置情報生成方法の流れについて＞
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　次に、図１６を参照しながら、本実施形態に係る顕微鏡制御装置２０で実施される合焦
位置情報生成方法について、その流れを説明する。図１６は、本実施形態に係る合焦位置
情報生成方法の流れを示した流れ図である。
【０１６２】
　顕微鏡制御装置２０の顕微鏡画像取得部２２３は、まず、顕微鏡１０により撮像された
サンプルの顕微鏡画像を、顕微鏡１０から取得する（ステップＳ１０１）。この顕微鏡画
像は、前述のように、サンプルの厚み方向（奥行き方向）に沿って撮像された複数のデジ
タル画像から構成されている。顕微鏡制御装置２０の顕微鏡画像取得部２２３は、複数の
デジタル画像からなる顕微鏡画像のデータを、画像処理部２２５のデジタル加工部２３１
に出力する。
【０１６３】
　デジタル加工部２３１は、出力された複数のデジタル画像からなる顕微鏡画像に対して
、画像データの現像処理、スティッチング処理、圧縮処理など、所定のデジタル加工処理
を実施する（ステップＳ１０３）。その後、デジタル加工部２３１は、デジタル加工処理
後の顕微鏡画像を、顕微鏡画像出力部２２７、領域分割部２３３及び全領域合焦画像生成
部２３９に出力する。
【０１６４】
　続いて、領域分割部２３３は、デジタル画像に対応する平面領域（画像領域）を、複数
のサブ領域へと分割し（ステップＳ１０５）、分割結果を示す情報を、合焦位置検出部２
３５に出力する。
【０１６５】
　次に、合焦位置検出部２３５は、サブ領域毎に合焦状態にあるデジタル画像を特定する
ことで、合焦している画像の奥行き位置を特定する（ステップＳ１０７）。合焦位置検出
部２３５は、合焦状態にあるデジタル画像の検出結果を、合焦位置情報生成部２３７に出
力する。
【０１６６】
　続いて、合焦位置情報生成部２３７は、合焦位置検出部２３５から出力された合焦状態
にあるデジタル画像の検出結果に基づいて合焦位置情報を生成する（ステップＳ１０９）
。その後、合焦位置情報生成部２３７は、得られた合焦位置情報を、顕微鏡画像出力部２
２７及び全領域合焦画像生成部２３９に出力する。
【０１６７】
　次に、全領域合焦画像生成部２３９は、デジタル加工部２３１から出力されたデジタル
画像と、合焦位置情報生成部２３７から出力された合焦位置情報とを利用して、全領域合
焦画像を生成する（ステップＳ１１１）。その後、全領域合焦画像生成部２３９は、生成
した全領域合焦画像を、顕微鏡画像出力部２２７に出力する。
【０１６８】
　続いて、顕微鏡画像出力部２２７は、デジタル加工部２３１から出力された顕微鏡画像
と、合焦位置情報生成部２３７から出力された合焦位置情報と、全領域合焦画像生成部２
３９から出力された全領域合焦画像とを、互いに関連付ける。その後、顕微鏡画像出力部
２２７は、顕微鏡画像のデータを、合焦位置情報のデータ及び全領域合焦画像のデータと
ともに、顕微鏡制御装置２０の外部に設けられたサーバ（例えば、画像管理サーバ３０）
に出力する（ステップＳ１１３）。
【０１６９】
　このような処理が行われることで、顕微鏡画像に対応する合焦位置情報が生成され、顕
微鏡画像のデータとともに画像管理サーバ３０にアップロードされることとなる。
【０１７０】
＜画像表示方法の流れについて＞
　続いて、図１７を参照しながら、本実施形態に係る画像表示装置４０で実施される画像
表示方法について、その流れを説明する。図１７は、本実施形態に係る画像表示方法の流
れを示した流れ図である。
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【０１７１】
　なお、以下の説明に先立ち、画像表示装置４０の顕微鏡画像取得部４０３は、画像管理
サーバ３０から、当該サーバが管理している顕微鏡画像の一覧を取得しており、顕微鏡画
像の閲覧者は、閲覧を希望するサンプルの拡大像を選択しているものとする。
【０１７２】
　画像表示装置４０の顕微鏡画像取得部４０３は、まず、顕微鏡画像の選択結果を表すユ
ーザ操作情報に基づいて、ユーザによって選択された顕微鏡画像のデータと合焦位置情報
とを、画像管理サーバ３０から取得する（ステップＳ２０１）。その後、顕微鏡画像取得
部４０３は、取得した顕微鏡画像と合焦位置情報とを、記憶部４１１等に格納する。また
、顕微鏡画像取得部４０３は、取得した顕微鏡画像及び合焦位置情報等を、直接表示制御
部４０５及び表示画像選択部４０７に出力してもよい。
【０１７３】
　その後、画像表示装置４０は、ユーザ操作情報を参照して、顕微鏡画像の閲覧を終了す
る操作がなされたか否かを判断する（ステップＳ２０３）。終了操作を表すユーザ操作情
報が生成された場合には、画像表示装置４０は、顕微鏡画像の表示処理を終了する。
【０１７４】
　他方、終了操作を表すユーザ操作が生成されなかった場合、表示画像選択部４０７は、
ユーザ操作情報取得部４０１から出力されるユーザ操作情報と、表示制御部４０５から出
力される表示内容情報に基づいて、デジタル画像を選択する（ステップＳ２０５）。具体
的には、表示画像選択部４０７は、ユーザ操作情報に基づいて全領域合焦画像を選択した
り、合焦位置情報に基づいて表示画面の略中央部分又はポインタ等が停止している部分が
合焦状態となるデジタル画像を選択したりする。表示画像選択部４０７は、選択結果を示
す情報を、表示制御部４０５に出力する。
【０１７５】
　表示制御部４０５は、表示画像選択部４０７から出力された選択結果を示す情報に基づ
いて、選択されたデジタル画像を取得し、取得したデジタル画像を表示する表示制御を実
施する（ステップＳ２０７）。
【０１７６】
　このような処理が行われることで、画像表示装置４０のディスプレイ等の表示装置には
、ユーザにより選択されたサンプルの拡大像が、適切な合焦状態で表示されることとなる
。
【０１７７】
（第２の実施形態）
　以下で説明する本発明の第２の実施形態では、図１に示したような構成を有する顕微鏡
画像管理システム１において、画像管理サーバ３０と画像処理装置４０との間で互いに連
携して実施される顕微鏡画像の表示制御処理について、詳細に説明する。
【０１７８】
　なお、以下で説明する第２の実施形態では、第１の実施形態とは異なり、画像表示装置
４０は、表示画面に表示させる顕微鏡画像の奥行き位置が変更となった場合に、その都度
画像管理サーバ３０に対して表示に利用する顕微鏡画像の提供を要請する場合について説
明する。しかしながら、画像表示装置４０による顕微鏡画像の取得方法は、以下の例に限
定されるわけではなく、画像表示装置４０の性能や利用可能な通信網の通信リソース等に
応じて適宜設定することができる。
【０１７９】
＜画像管理サーバの構成について＞
　まず、図１８を参照しながら、本実施形態に係る画像管理サーバ３０の構成の一例につ
いて、簡単に説明する。図１８は、本実施形態に係る画像管理サーバ３０の構成の一例を
示したブロック図である。
【０１８０】
　本実施形態に係る画像管理サーバ３０は、図１８に示したように、顕微鏡画像管理部３
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０１と、顕微鏡画像提供部３０３と、全領域合焦画像更新部３０５と、通信制御部３０７
と、記憶部３０９と、を主に備える。
【０１８１】
　顕微鏡画像管理部３０１は、例えば、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等により実現される。顕
微鏡画像管理部３０１は、サンプルの厚み方向に沿って撮像された複数のデジタル画像か
らなる顕微鏡画像と、デジタル画像に対応する平面を構成する複数のサブ領域毎に、当該
サブ領域において合焦状態にあるデジタル画像を特定する特定情報が関連付けられた合焦
位置情報と、デジタル画像に対応する平面が合焦状態にある全領域合焦画像と、を含む顕
微鏡画像データ群を管理する。これらの顕微鏡画像データ群は、例えば、顕微鏡画像管理
システム１内の顕微鏡制御装置２０により生成されるものである。
【０１８２】
　顕微鏡画像管理部３０１は、顕微鏡制御装置２０から上述のような顕微鏡画像データ群
が提供されると、提供された顕微鏡画像データ群に固有の識別情報（例えば、ＩＤ番号等
）を付与して、後述する記憶部３０９の所定の格納領域に格納する。また、顕微鏡画像管
理部３０１は、記憶部３０９に格納されている顕微鏡画像データ群の識別情報や、顕微鏡
画像に付随するメタデータ等に関する情報が記載されたデータベースを生成し、顕微鏡画
像の管理に利用することができる。
【０１８３】
　顕微鏡画像提供部３０３は、例えば、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等により実現される。顕
微鏡画像提供部３０３は、画像表示装置４０から出力される顕微鏡画像提供要請に応じて
、管理している顕微鏡画像データ群の中から提供要請のあった顕微鏡画像データ群を選択
し、選択した顕微鏡画像データ群を画像表示装置４０に提供する。
【０１８４】
　ここで、顕微鏡画像提供部３０３は、以下で具体的に説明するように、全領域合焦画像
の所定の領域におけるサンプルの厚み方向の位置を変更したデジタル画像を画像表示装置
４０から要請された場合、要請されたサンプルの厚み方向の位置における少なくとも所定
の領域のデジタル画像を、画像表示装置４０に提供する。
【０１８５】
　また、顕微鏡画像提供部３０３は、以下で具体的に説明するように、所定の領域におけ
るデジタル画像が複数のサブ領域にまたがって構成されている場合、サブ領域ごとにサン
プルの厚み方向の位置を変更したデジタル画像を、画像表示装置４０に提供する。
【０１８６】
　なお、顕微鏡画像提供部３０３において実施される顕微鏡画像の提供処理については、
以下で改めて具体的に説明する。
【０１８７】
　全領域合焦画像更新部３０５は、例えば、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等により実現される
。全領域合焦画像更新部３０５は、全領域合焦画像の所定の領域における合焦位置が、画
像表示装置４０に対して実行された閲覧者の操作により変更された場合に、変更が行われ
た全領域合焦画像に対応する合焦位置情報を少なくとも更新する。また、全領域合焦画像
更新部３０５は、更新後の合焦位置情報と、記憶部３０９に格納されている顕微鏡画像と
を利用して、全領域合焦画像そのものを更に更新してもよい。
【０１８８】
　ここで、全領域合焦画像更新部３０５において実施される合焦位置情報及び全領域合焦
画像の更新処理については、以下で改めて具体的に説明する。
【０１８９】
　通信制御部３０７は、例えば、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、通信装置等により実現される
。通信制御部３０７は、画像管理サーバ３０と、画像管理サーバ３０の外部に設けられた
顕微鏡制御装置２０又は画像表示装置４０との間で、ネットワーク３を介して行われる通
信の制御を行う。
【０１９０】



(29) JP 5655557 B2 2015.1.21

10

20

30

40

50

　記憶部３０９は、本実施形態に係る画像管理サーバ３０が備えるストレージ装置の一例
である。記憶部３０９には、顕微鏡制御装置２０から提供された、画像管理サーバ３０が
管理している顕微鏡画像データ群や、管理している顕微鏡画像データ群に関する各種のデ
ータベース等が格納される。また、記憶部３０９には、顕微鏡画像データの登録履歴、更
新履歴、削除履歴など、各種の履歴情報が記録されていてもよい。さらに、記憶部３０９
には、本実施形態に係る画像管理サーバ３０が、何らかの処理を行う際に保存する必要が
生じた様々なパラメータや処理の途中経過等、または、各種のデータベースやプログラム
等が、適宜記録される。
【０１９１】
　以上、本実施形態に係る画像管理サーバ３０の機能の一例を示した。上記の各構成要素
は、汎用的な部材や回路を用いて構成されていてもよいし、各構成要素の機能に特化した
ハードウェアにより構成されていてもよい。また、各構成要素の機能を、ＣＰＵ等が全て
行ってもよい。従って、本実施形態を実施する時々の技術レベルに応じて、適宜、利用す
る構成を変更することが可能である。
【０１９２】
　なお、上述のような本実施形態に係る画像管理サーバ３０の各機能を実現するためのコ
ンピュータプログラムを作製し、パーソナルコンピュータ等に実装することが可能である
。また、このようなコンピュータプログラムが格納された、コンピュータで読み取り可能
な記録媒体も提供することができる。記録媒体は、例えば、磁気ディスク、光ディスク、
光磁気ディスク、フラッシュメモリなどである。また、上記のコンピュータプログラムは
、記録媒体を用いずに、例えばネットワークを介して配信してもよい。
【０１９３】
＜画像表示装置の構成について＞
　続いて、図１９を参照しながら、本実施形態に係る画像表示装置４０の構成の一例につ
いて、簡単に説明する。図１９は、本実施形態に係る画像表示装置４０の構成の一例を示
したブロック図である。
【０１９４】
　本実施形態に係る画像表示装置４０は、例えば図１９に示したように、ユーザ操作情報
取得部４０１、顕微鏡画像取得部４０３、表示制御部４０５、表示画像選択部４０７、通
信制御部４０９、記憶部４１１及び合焦位置情報更新要請部４５１を主に備える。
【０１９５】
　ユーザ操作情報取得部４０１は、例えば、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、入力装置等により
実現される。ユーザ操作情報取得部４０１は、キーボード、マウス、タッチパネル等とい
った入力装置から出力された、当該入力装置にユーザが行ったユーザ操作に対応する出力
信号を取得して、ユーザが行った操作（ユーザ操作）を表すユーザ操作情報とを生成する
。ユーザ操作情報取得部４０１は、生成したユーザ操作情報を、後述する顕微鏡画像取得
部４０３、表示制御部４０５、表示画像選択部４０７及び合焦位置情報更新要請部４５１
に出力する。また、ユーザ操作情報取得部４０１は、生成したユーザ操作情報を、後述す
る記憶部４１１に格納して、履歴情報としてもよい。
【０１９６】
　ここで、キーボード、マウス、タッチパネル等の入力装置にユーザが行う操作の一例と
して、例えば、顕微鏡画像の選択処理や、ある顕微鏡画像についての表示領域の変更処理
や、全領域合焦画像における奥行き位置の調整処理等を挙げることができる。また、ユー
ザが行うユーザ操作は、これらの例に限定されるわけではなく、ユーザが行ったユーザ操
作は、適宜当該ユーザ操作を表すユーザ操作情報へと変換され、各処理部へと出力される
。
【０１９７】
　顕微鏡画像取得部４０３は、例えば、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等により実現される。顕
微鏡画像取得部４０３は、ユーザ操作情報取得部４０１から出力された、顕微鏡画像の一
覧の取得開始を示すユーザ操作情報に応じて、画像管理サーバ３０から、当該画像管理サ
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ーバ３０が管理している顕微鏡画像の一覧（リスト）を取得する。また、顕微鏡画像取得
部４０３は、ユーザ操作により、あるサンプルの顕微鏡画像が選択されると、選択された
顕微鏡画像の提供要請を、画像管理サーバ３０に送信する。
【０１９８】
　顕微鏡画像取得部４０３は、画像管理サーバ３０から提供されたデジタル画像（微鏡画
像）のデータを取得すると、取得した顕微鏡画像のデータを、後述する表示制御部４０５
に出力する。また、顕微鏡画像取得部４０３は、取得した顕微鏡画像のデータを、記憶部
４１１に格納してもよい。
【０１９９】
　表示制御部４０５は、例えば、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等により実現される。表示制御
部４０５は、本実施形態に係る画像表示装置４０が備えるディスプレイ等の表示装置に表
示される表示画面の制御を行う。また、表示制御部４０５は、ユーザ操作情報取得部４０
１から出力されるユーザ操作情報、及び、後述する表示画像選択部４０７から出力される
選択画像情報の少なくとも何れかに応じて、表示画面に表示されている内容を変更する。
【０２００】
　具体的には、表示制御部４０５は、顕微鏡画像取得部４０３から、顕微鏡画像の一覧に
関する情報が出力されると、出力された情報に基づいて、ユーザが閲覧可能な顕微鏡画像
のリストを、表示画面に表示する。また、表示制御部４０５は、ユーザ操作情報として顕
微鏡画像の表示を開始する情報が出力された場合に、後述する表示画像選択部４０７から
出力される選択画像情報に基づいて、当該選択画像情報により指定されたサンプルの拡大
像を、表示画面に表示する。また、ユーザ操作情報として、表示画面に表示されている表
示領域を変更する情報が出力された場合には、表示画面内で拡大像を上下左右に（平面内
で）動かしたり、ズーム・パンなど拡大縮小表示したり、奥行き方向に焦点位置を変える
ように動かしたりする。
【０２０１】
　更に、本実施形態に係る表示制御部４０５は、表示しているデジタル画像（顕微鏡画像
）の奥行き位置（サンプルの厚み方向に沿った位置）を表示画面上に表示させる。
【０２０２】
　この際、表示制御部４０５は、表示画面に表示されているデジタル画像の部位（領域）
を特定し、この表示画面に表示されている領域に関する情報を、顕微鏡画像取得部４０３
及び表示画像選択部４０７に出力する。また、表示制御部４０５は、マウスポインタ等の
位置指定オブジェクトが表示されている位置（表示画面における位置）や、当該位置指定
オブジェクトにより選択された領域（表示画面における領域）等を特定し、この表示位置
に関する情報を、表示画像選択部４０７に出力する。これにより、顕微鏡画像取得部４０
３及び表示画像選択部４０７は、画像表示装置４０内において表示画面に表示されている
内容に関する各種の情報（以下、表示内容情報とも称する。）を把握することができる。
【０２０３】
　また、表示画面に表示されている各種のオブジェクト（例えば、各種処理を実施するた
めのアイコンやスライドバー等）が位置指定オブジェクト等により選択されたり、ドラッ
グ処理等の各種操作がなされたりした場合に、表示制御部４０５は、ユーザ操作情報に基
づいて、どのオブジェクトが選択されたり操作されたりしたのかを特定することができる
。
【０２０４】
　なお、表示制御部４０５は、画像表示装置４０の表示画面に表示する内容として、記憶
部４１１等に格納されている各種の情報を利用することが可能である。
【０２０５】
　表示画像選択部４０７は、例えば、ＣＰＵ、ＧＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等により実現され
る。表示画像選択部４０７は、ユーザ操作情報取得部４０１から出力されたユーザ操作情
報、及び、表示制御部４０５から出力された各種の表示内容情報に基づいて、指定された
サンプルを表示画面に表示する際に利用するデジタル画像を選択する。
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【０２０６】
　具体的には、表示画像選択部４０７は、ユーザ操作情報取得部４０１から、顕微鏡画像
の表示を開始するユーザ操作情報が出力された場合、表示画面に最初に表示するサンプル
の拡大像として、全領域合焦画像を選択することができる。この際、表示を行うサンプル
の顕微鏡画像に生成済みの全領域合焦画像が存在するのであれば、表示画像選択部４０７
は、生成されている全領域合焦画像を利用する旨を示した選択画像情報を生成し、表示制
御部４０５に生成した選択画像情報を出力する。ここで、選択画像情報は、表示画像選択
部４０７が行った画像の選択処理の選択結果を示した情報である。
【０２０７】
　表示画像選択部４０７は、ユーザ操作情報取得部４０１から顕微鏡画像の表示を開始す
るユーザ操作情報が出力された場合、サンプルの拡大像が表示される表示領域の略中央部
分に対応するサブ領域が合焦状態となっているように、デジタル画像を選択可能である。
ユーザは、表示画面にある画像が表示される場合、その中央部分を最初に注視することが
多い。そのため、拡大像が表示される表示領域の略中央部分が合焦状態となっているよう
なデジタル画像を選択することで、サンプルの拡大像の閲覧者は、ピント調整等の操作を
行う手間を省くことができ、ユーザの利便性を向上させることが可能となる。
【０２０８】
　かかる場合、表示画像選択部４０７は、表示制御部４０５から、サンプルの拡大像が表
示される領域の大きさに関する表示内容情報を取得し、この表示領域の略中央部分に位置
するサブ領域が、デジタル画像に対応する表面領域のどの部分に対応するかを特定する。
その後、表示画像選択部４０７は、顕微鏡画像に関連付けられている合焦位置情報を参照
して、特定したサブ領域（表示領域の略中央部分に位置するサブ領域）が合焦状態となっ
ているデジタル画像を選択する。次に、表示画面選択部４０７は、選択したデジタル画像
を示す情報を、選択画像情報として表示制御部４０５に出力する。
【０２０９】
　表示画像選択部４０７は、ユーザ操作情報取得部４０１から顕微鏡画像の表示を開始す
るユーザ操作情報が出力された場合、位置指定オブジェクトが存在する位置に対応するサ
ブ領域が合焦状態となっているように、デジタル画像を選択可能である。
【０２１０】
　かかる場合、表示画像選択部４０７は、表示制御部４０５から、位置指定オブジェクト
の存在位置を表す表示内容情報を取得し、位置指定オブジェクトの存在位置が、どのサブ
領域に対応するかを特定する。その後、表示画像選択部４０７は、顕微鏡画像に関連付け
られている合焦位置情報を参照して、特定したサブ領域が合焦状態となっているデジタル
画像を選択する。次に、表示画面選択部４０７は、選択したデジタル画像を示す情報を、
選択画像情報として表示制御部４０５に出力する。
【０２１１】
　以上説明したような、３種類の初期表示画像の選択処理については、適宜オン・オフす
ることが可能である。すなわち、画像表示装置４０のデフォルト動作設定機能等を利用し
て、初期表示画面としてどのようなデジタル画像を表示するかを指定することが可能であ
る。また、初期表示画面に用いられるデジタル画像は上記のものに限定されるわけではな
い。
【０２１２】
　更に、表示画像選択部４０７は、ユーザ操作情報として表示画面に表示されている表示
領域を変更する情報が出力された場合、ユーザ操作に応じて、表示に利用するデジタル画
像を選択する。これにより、サンプルの拡大像の閲覧者が意図したデジタル画像が、表示
画像選択部４０７により選択されることとなる。
【０２１３】
　また、表示画像選択部４０７は、全領域合焦画像が表示画面に表示されており、かつ、
当該全領域合焦画像の表示がユーザ操作により解除された場合に、全領域合焦画像の所定
の領域が合焦状態にあるデジタル画像を、解除後の表示画面に表示する顕微鏡画像として
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選択することも可能である。
【０２１４】
　このように、画像表示装置４０では、マウスのホイール操作などによりユーザが任意の
奥行き位置のデジタル画像を選択することで、顕微鏡のフォーカスの手動調整と同様の操
作を行うことが可能である。しかし、前述のように、デジタル画像データの個々の奥行き
位置の画像では、画像の表示領域によって合焦状態がまちまちとなり、観察位置を移動す
る度にユーザはフォーカスの手動調整をすることとなる。そこで、表示画像選択部４０７
は、合焦位置情報を利用して、例えば、表示画像の中心に対応する領域やポインタ等の位
置指定オブジェクトが停止している領域の合焦状態が最適状態になるように、奥行き方向
の表示位置を自動的に合焦位置情報から選択する。これにより、本実施形態に係る画像表
示装置４０では、ユーザが観察したい領域にあたかもスライドステージがオートフォーカ
スされるような表示が可能となり、ユーザの操作の手間が簡略化される。また、表示領域
の全てが最適合焦状態となっている全領域合焦画像を利用することで、奥行き方向のない
一枚のデジタル画像により全領域をユーザが閲覧可能となる。
【０２１５】
　また、ユーザがサンプルの立体的な構造の変化（すなわち、奥行き位置の変化に伴うサ
ンプル像の変化）を観察する場合も考えられる。かかる場合には、ユーザが手動で奥行き
位置を変えるような操作が行われるため、前述の自動最適フォーカス表示や全領域合焦画
像表示の機能は、オン・オフできることが好ましい。
【０２１６】
　通信制御部４０９は、例えば、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、通信装置等により実現される
。通信制御部４０９は、画像表示装置４０と、画像表示装置４０の外部に設けられた画像
管理サーバ３０との間で、ネットワーク３を介して行われる通信の制御を行う。
【０２１７】
　記憶部４１１は、本実施形態に係る画像表示装置４０が備えるストレージ装置の一例で
ある。記憶部４１１には、画像管理サーバ３０から取得した顕微鏡画像データ群や、顕微
鏡画像データに関連付けられている各種のメタ情報等が格納される。また、記憶部４１１
には、顕微鏡画像データの取得履歴など、各種の履歴情報が記録されていてもよい。さら
に、記憶部４１１には、本実施形態に係る画像表示装置４０が、何らかの処理を行う際に
保存する必要が生じた様々なパラメータや処理の途中経過等、または、各種のデータベー
スやプログラム等が、適宜記録される。
【０２１８】
　合焦位置情報更新要請部４５１は、例えば、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等により実現され
る。合焦位置情報更新要請部４５１は、ユーザ操作に応じて、全領域合焦画像の所定の領
域における合焦位置がサンプルの厚み方向（すなわち、サンプルの奥行き方向）に沿って
変更された場合に、所定の領域に対応する合焦位置情報の更新を画像管理サーバに要請す
る。
【０２１９】
　なお、合焦位置情報更新要請部４５１は、全領域合焦画像の所定の領域における合焦位
置が変更された全ての場合において、画像管理サーバ３０に対して合焦位置情報の更新要
請を行ってもよい。また、合焦位置情報更新要請部４５１は、合焦位置情報の更新を要請
するためのユーザ操作が実施された場合に、画像管理サーバ３０に対して合焦位置情報の
更新要請を行ってもよい。すなわち、合焦位置情報の更新要請処理をどのような条件下で
画像管理サーバ３０に対して送信するかについては、適宜設定することが可能である。
【０２２０】
　以上、本実施形態に係る画像表示装置４０の機能の一例を示した。上記の各構成要素は
、汎用的な部材や回路を用いて構成されていてもよいし、各構成要素の機能に特化したハ
ードウェアにより構成されていてもよい。また、各構成要素の機能を、ＣＰＵ等が全て行
ってもよい。従って、本実施形態を実施する時々の技術レベルに応じて、適宜、利用する
構成を変更することが可能である。
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【０２２１】
　なお、上述のような本実施形態に係る画像表示装置４０の各機能を実現するためのコン
ピュータプログラムを作製し、パーソナルコンピュータ等に実装することが可能である。
また、このようなコンピュータプログラムが格納された、コンピュータで読み取り可能な
記録媒体も提供することができる。記録媒体は、例えば、磁気ディスク、光ディスク、光
磁気ディスク、フラッシュメモリなどである。また、上記のコンピュータプログラムは、
記録媒体を用いずに、例えばネットワークを介して配信してもよい。
【０２２２】
＜顕微鏡画像の表示画面及び表示制御処理の一例について＞
　続いて、図２０～図２７を参照しながら、画像表示装置４０の表示部に表示される表示
画面の一例と、画像管理サーバ３０及び画像表示装置４０が互いに連携しながら実施する
顕微鏡画像の表示制御処理の一例について、具体的に説明する。図２０～図２７は、本実
施形態に係る顕微鏡画像の表示画面の一例を示した説明図である。
【０２２３】
　図２０は、表示画面６０１における拡大像表示領域６０３の一例を示した説明図である
。図２０に示したように、拡大像表示領域６０３には、ユーザの選択した顕微鏡画像が表
示されるが、この拡大像表示領域６０３には、顕微鏡画像に加えて、操作用アイコンや操
作用ツールバーといった、各種の操作用オブジェクトが更に表示される。例えば、図２０
に示した拡大像表示領域６０３には、位置指定オブジェクトの一例であるポインタ６０７
に加えて、全領域合焦画像表示アイコン６１１や、奧行き情報表示領域６１３や、奥行き
位置調整用スライドバー６１５等が表示されている。
【０２２４】
　ここで、全領域合焦画像表示アイコン６１１は、拡大像表示領域６０３に全領域合焦画
像を表示させる全領域合焦画像表示モードへと表示モードを切り替えるためのアイコンで
ある。ユーザ操作により全領域合焦画像表示アイコン６１１が選択されると、表示画像選
択部４０７は、拡大像表示領域６０３に表示させるデジタル画像として全領域合焦画像を
選択して、顕微鏡画像取得部４０３に、着目しているサンプルの全領域合焦画像の取得を
要請する。顕微鏡画像取得部４０３は、通信制御部４０９を介して、画像管理サーバ３０
に全領域合焦画像の提供要請情報を送信する。画像管理サーバ３０の顕微鏡画像提供部３
０３は、通信制御部３０７を介して、画像表示装置４０から送信された全領域合焦画像の
提供要請情報を取得すると、要請のあった全領域合焦画像を画像表示装置４０に提供する
。画像表示装置４０の表示制御部４０５は、提供された全領域合焦画像の表示制御を行い
、拡大像表示領域６０３に全領域合焦画像を表示させる。
【０２２５】
　また、奧行き情報表示領域６１３には、ポインタ６０７が存在する位置や、ポインタ６
０７により選択された領域等が合焦状態となる奥行き位置（すなわち、サンプルの厚み方
向に沿った位置）に関する情報が表示される。この奥行き位置は、例えば図２１に示した
ように、対物レンズ側からｘ枚目（又は、ステージ側からｙ枚目）といった枚数を単位と
した表示であってもよく、対物レンズ側からｐ％の位置といった割合を表示したものであ
ってもよい。画像表示装置４０のユーザは、この奥行き情報表示領域６１３を参照するこ
とにより、ポインタ６０７が存在する位置や、ポインタ６０７により選択された領域等の
奥行き位置がどこであるかを容易に把握することができる。
【０２２６】
　奥行き位置調整用スライドバー６１５は、表示されているデジタル画像（顕微鏡画像）
の奥行き位置を調整するために操作されるオブジェクトである。このオブジェクトが操作
されることにより、拡大像表示領域６０３に表示されているデジタル画像の奥行き位置を
調整することが可能となる。また、後述するように、拡大像表示領域６０３に全領域合焦
画像が表示されている際に奥行き位置調整用スライドバー６１５が操作された場合には、
ポインタ６０７が存在する位置や、ポインタ６０７により選択された領域等の奥行き位置
を調整することができる。
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【０２２７】
　奥行き位置調整用スライドバー６１５が操作されると、かかる操作に対応して、奥行き
情報表示領域６１３に表示される内容も変化することとなる。また、表示制御部４０５は
、奥行き位置の変化に伴い拡大像表示領域６０３に表示されているポインタ６０７の大き
さを変化させてもよい。例えば、表示制御部４０５は、奥行き位置が現在表示されている
位置よりも更に奥側に変化した場合にはポインタ６０７の大きさを縮小させ、現在表示さ
れている位置よりも更に手前側に変化した場合にはポインタ６０７の大きさを拡大させて
もよい。かかる処理を行うことで、ユーザは、奥行き位置の変化を直感的に把握すること
が可能となる。
【０２２８】
　また、図２１に示したように、全領域合焦画像表示アイコン６１１が選択された状態で
は、拡大像表示領域６０３には全領域合焦画像表示モードへと切り替わることとなる。こ
の際に、ユーザがポインタ６０７を操作することによって、全領域合焦画像のある領域を
選択した場合を考える。ここで、ユーザ操作によって選択された領域を、選択領域６２１
と称することとする。この際、奧行き情報表示領域６１３には、選択領域６２１の奥行き
位置情報が表示されることとなる。また、かかる場合において、ユーザ操作により奥行き
位置調整用スライドバー６１５が操作されると、図２１に示したように、選択領域２１の
範囲内において、奥行き位置が変化した顕微鏡画像（デジタル画像）が表示されることと
なる。
【０２２９】
　かかる場合、画像表示装置４０の表示制御部４０５は、まず、ユーザ操作によって選択
された選択領域６２１の範囲を規定する座標を特定し、特定した座標に関する情報を表示
画像選択部４０７に出力する。また、画像選択部４０７には、ユーザ操作情報取得部４０
１から、奥行き位置調整用スライドバー６１５の操作量に関する情報が出力されている。
画像選択部４０７は、特定された座標に関する情報と、奥行き位置調整用スライドバー６
１５の操作量に関する情報に基づいて選択画像情報を生成し、顕微鏡画像取得部４０３に
、選択画像情報に基づくデジタル画像の取得を要請する。顕微鏡画像取得部４０３は、通
信制御部４０９を介して、画像管理サーバ３０に対し選択領域６２１に表示させるデジタ
ル画像の提供要請情報を送信する。
【０２３０】
　画像管理サーバ３０の顕微鏡画像提供部３０３は、通信制御部３０７を介して、画像表
示装置４０から送信されたデジタル画像の提供要請情報を取得すると、スライドバー６１
５の操作量に関する情報と、かかる範囲６２１を含むサブ領域の合焦位置情報に基づいて
、ユーザが希望する奥行き位置がどこであるかを判断する。その後、画像管理サーバ３０
の顕微鏡画像提供部３０３は、要請のあったデジタル画像を画像表示装置４０に提供する
。画像表示装置４０の表示制御部４０５は、提供されたデジタル画像の表示制御を行い、
拡大像表示領域６０３の選択領域６２１に、取得したデジタル画像を表示させる。これに
より、選択範囲６２１内に、奥行き位置が調整されたデジタル画像が表示されることとな
る。
【０２３１】
　ここで、図２２に示したように、表示制御部４０５は、奥行き位置調整用スライドバー
６１５を、選択領域６２１の内部（例えば、選択領域６２１の上部）に個別に表示させて
もよい。これにより、ユーザによるポインタ６０７の移動量を減らすことが可能となり、
ユーザは、各選択領域６２１について、奥行き位置の調整を容易に実行することができる
ようになる。また、ユーザは、個別に表示された奥行き位置調整用スライドバー６１５を
参照することで、各選択領域の奥行き位置を容易に把握することが可能となる。
【０２３２】
　また、図２３に示したように、表示制御部４０５は、全領域合焦画像の奥行き位置を調
整するための奥行き位置調整モードへと表示モードを切り替えるための奥行き位置調整ア
イコン６２３を、拡大像表示領域６０３に表示してもよい。表示制御部４０５は、この奥



(35) JP 5655557 B2 2015.1.21

10

20

30

40

50

行き位置調整アイコン６２３を、拡大像表示領域６０３に常時表示しておいてもよいし、
全領域合焦画像が拡大像表示領域６０３に表示されている際に表示するようにしてもよい
。
【０２３３】
　ユーザ操作により奥行き位置調整アイコン６２３が選択され、表示モードが奥行き位置
調整モードへと変更されると、ユーザ操作に応じて、選択領域６２１内の奥行き位置が調
整されることとなる。奥行き位置を調整するためのユーザ操作は、特に限定されるわけで
はないが、例えば、ホイールマウスのホイール操作や、図２３に斜線で示したように、選
択領域６２１内の左端近傍や右端近傍のクリック操作等を挙げることができる。ここで、
ホイール操作に応じて奥行き位置を調整する場合には、ホイールが手前に操作された際に
は奥行き位置を浅い方向に調整し、ホイールに対して逆の操作がなされた際には奥行き位
置を深い方向に調整するといった処理を行うことができる。また、選択領域６２１内のク
リック操作により奥行き位置を調整する場合には、左端近傍がクリックされた際には奥行
き位置を浅い方向に調整し、右端近傍がクリックされた際には奥行き位置を深い方向に調
整するといった処理を実行可能である。
【０２３４】
　これらのユーザ操作により奥行き位置の調整処理がなされた場合、ユーザ操作情報取得
部４０１は、ユーザ操作情報として、奥行き位置の変化方向及び変化量（例えば、ホイー
ルの操作方向及び操作量、クリック位置及びクリック回数）を表す情報を生成する。ユー
ザ操作情報取得部４０１は、生成したユーザ操作情報を、表示画像選択部４０７に出力す
る。表示画像選択部４０７は、表示制御部４０５から提供された選択領域６２１を表す座
標情報と、提供されたユーザ操作情報とに基づいて選択画像情報を生成し、顕微鏡画像取
得部４０３に、選択画像情報に基づくデジタル画像の取得を要請する。顕微鏡画像取得部
４０３は、通信制御部４０９を介して、画像管理サーバ３０に対し選択領域６２１に表示
させるデジタル画像の提供要請情報を送信する。
【０２３５】
　画像管理サーバ３０の顕微鏡画像提供部３０３は、通信制御部３０７を介して、画像表
示装置４０から送信されたデジタル画像の提供要請情報を取得すると、スライドバー６１
５の操作量に関する情報と、かかる範囲６２１を含むサブ領域の合焦位置情報に基づいて
、ユーザが希望する奥行き位置がどこであるかを判断する。その後、画像管理サーバ３０
の顕微鏡画像提供部３０３は、要請のあったデジタル画像を画像表示装置４０に提供する
。画像表示装置４０の表示制御部４０５は、提供されたデジタル画像の表示制御を行い、
拡大像表示領域６０３の選択領域６２１に、取得したデジタル画像を表示させる。これに
より、選択範囲６２１内に、奥行き位置が調整されたデジタル画像が表示されることとな
る。
【０２３６】
　また、図２４に示したように、既に選択されている全領域合焦画像表示アイコン６１１
が再度選択されることにより、全領域合焦画像表示モードが解除されることとなる。全領
域合焦画像表示モードが解除されると、表示制御部４０５は、例えば、ポインタ６０７が
存在する位置や、ポインタ６０７により選択された領域等が合焦状態にあるデジタル画像
を拡大像表示領域６０３に表示させる。また、ユーザ操作によりポインタ６０７が存在す
る位置又はポインタ６０７により選択された選択領域６２１の奥行き位置が修正されてい
る場合には、表示制御部４０５は、修正後の奥行き位置におけるデジタル画像を拡大像表
示領域６０３に表示させる。なお、図２３に示したような、既に選択されている奥行き位
置調整アイコン６２３が再度選択された場合についても、同様の処理が実施される。
【０２３７】
　ここで、図２５に示したように、全領域合焦画像の奥行き位置の調整が行われる際に、
ユーザ操作により選択された選択領域６２１が、全領域合焦画像の複数のサブ領域にまた
がって存在している場合も生じうる。かかる場合には、各サブ領域における選択領域６２
１と重複する部分について、奥行き位置の調整処理が実施される。
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【０２３８】
　また、全領域合焦画像の奥行き位置調整処理が実施され、現状の合焦位置から奥行き位
置の変化量分だけ利用する画像を変更しようとした際に、かかる（合焦位置±奥行き位置
変化量）の位置に対応する拡大像（デジタル画像）が存在しない場合が生じうる。この場
合には、存在する拡大像のうち最善のもの（すなわち、合焦位置±奥行き位置変化量に最
も近い奥行き位置を有するもの）を利用して、全領域合焦画像の調整が行われる。
【０２３９】
　以下では、図２６及び図２７を参照しながら、選択領域６２１が複数のサブ領域にまた
がっている場合における全領域合焦画像の奥行き位置調整処理について、具体的に説明す
る。
【０２４０】
　以下の例では、あるサンプルの顕微鏡画像が４枚のデジタル画像から構成されており、
ユーザ操作によって選択された選択領域６２１が４つのサブ領域にまたがって存在してい
る場合について着目する。ここで、図２６に示したように、選択領域６２１の右上部分が
属するサブ領域の合焦位置は１枚目である旨が合焦位置情報に記載されており、左上部分
が属するサブ領域の合焦位置は２枚目である旨が合焦位置情報に記載されているものとす
る。同様に、選択領域６２１の左下部分が属するサブ領域の合焦位置は３枚目である旨が
合焦位置情報に記載されており、右下部分が属するサブ領域の合焦位置は４枚目である旨
が合焦位置情報に記載されているものとする。
【０２４１】
　かかる場合において、選択領域６２１の奥行き位置を下方向（例えば、奥行き位置が深
くなる方向）に１枚分修正する旨のユーザ操作が行われた場合を考える。かかるユーザ操
作情報は、画像表示装置４０から画像管理サーバ３０に伝達され、画像管理サーバ３０の
顕微鏡画像提供部３０３において、画像表示装置４０に提供する顕微鏡画像（デジタル画
像）の選択が行われることとなる。
【０２４２】
　この場合、図２７に示したように、選択領域の右上部分は、修正前には１枚目の画像に
対応していたが、ユーザによる調整により、２枚目の画像が使用されることとなる。同様
に、選択領域の左上部分は、修正前には２枚目の画像に対応していたが、ユーザによる調
整により３枚目の画像が使用されることとなり、選択領域の左下部分は、修正前には３枚
目の画像に対応していたが、ユーザによる調整により４枚目の画像が使用されることとな
る。ここで、選択領域の右下部分は、修正前には４枚目の画像に対応しており、ユーザに
よる調整により本来５枚目の画像が使用されることとなるはずであるが、顕微鏡画像を構
成するデジタル画像は４枚しか存在しないため、５枚目の画像を使用することはできない
。そこで、顕微鏡画像提供部３０３は、選択領域の右下部分については、現状のまま４枚
目の画像を使用することを選択する。
【０２４３】
　このようにして選択された複数のデジタル画像が、画像管理サーバ３０から画像表示装
置４０に提供され、画像表示装置４０において選択領域６２１の奥行き位置が調整された
画像が表示されることとなる。
【０２４４】
　以上説明したような全領域合焦画像の奥行き位置調整処理が実施された場合、表示制御
部４０５は、表示画面に対して、合焦位置情報の更新を実施するかを確認する表示や、全
領域合焦画像の更新を実施するかを確認する表示を表示することができる。
【０２４５】
　ユーザ操作により、合焦位置情報の更新を実施する旨が選択された場合、かかるユーザ
操作は、合焦位置情報更新要請部４５１に出力される。合焦位置情報更新要請部４５１は
、かかるユーザ操作情報を受けて、通信制御部４０９を介して、画像管理サーバ３０に対
して合焦位置情報の更新を要請する。また、全領域合焦画像の更新を行う場合についても
、合焦位置情報更新要請部４５１は、通信制御部４０９を介して、画像管理サーバ３０に
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対して全領域合焦画像の更新を要請する。
【０２４６】
　画像管理サーバ３０の合焦位置情報更新部３０５は、通信制御部３０７を介して合焦位
置情報の更新要請を取得すると、要請のあったサンプルの合焦位置情報を更新し、更新後
の合焦位置情報を改めて記憶部３０９に格納する。なお、サンプルのデジタル画像の合焦
位置は、顕微鏡画像を参照するユーザによっても異なる場合が考えられる。そのため、合
焦位置情報更新部３０５は、合焦位置情報の更新処理をユーザ別に実施してもよい。
【０２４７】
　また、画像管理サーバ３０の合焦位置情報更新部３０５は、全領域合焦画像の更新が要
請された場合に、更新後の合焦位置情報に基づいて、全領域合焦画像の更新処理を実施す
る。また、合焦位置情報更新部３０５は、合焦位置情報の更新処理を実施した際に、全領
域合焦画像の更新要請がなかった場合であっても、全領域合焦画像の更新処理を実施して
もよい。
【０２４８】
＜顕微鏡画像の表示制御方法の流れについて＞
　続いて、図２８～図３１を参照しながら、画像管理サーバ３０及び画像表示装置４０が
互いに連携しながら実施される顕微鏡画像の表示制御処理の流れの一例について、簡単に
説明する。図２８～図３１は、本実施形態に係る顕微鏡画像の表示制御処理の流れの一例
を示した流れ図である。
【０２４９】
　なお、以下の説明に先立ち、ユーザ操作により顕微鏡画像の閲覧を行うサンプルが特定
され、拡大像表示領域６０３に表示される拡大像（デジタル画像）、及び、全領域合焦画
像の画像データが提供されているものとする。
【０２５０】
［奥行き位置情報の表示制御処理］
　まず、図２８に示した奥行き位置情報の表示制御処理に関する流れについて説明する。
　画像表示装置４０のユーザ操作情報取得部４０１はユーザ操作の待ち受けを行っており
、画像表示装置４０は、全領域合焦画像の表示操作がなされたか否かを判断している（ス
テップＳ３０１）。全領域合焦画像の表示操作がなされると、表示制御部４０５は、全領
域合焦画像の画像データを利用して、拡大像表示領域６０３に全領域合焦画像を表示させ
る（ステップＳ３０３）。
【０２５１】
　その後、表示制御部４０５は、所定領域（例えば、ポインタ６０７が表示されている位
置や、ポインタ６０７により選択された選択領域）に表示されている画像の座標を特定し
（ステップＳ３０５）、表示画像選択部４０７に出力する。表示画像選択部４０７は、特
定した座標を含む選択画像情報を生成して顕微鏡画像取得部４０３に奥行き位置情報の取
得を要請し、顕微鏡画像取得部４０３は、選択画像情報を利用して、奥行き位置情報の提
供を画像管理サーバ３０に要請する（ステップＳ３０７）。
【０２５２】
　画像管理サーバ３０の顕微鏡画像提供部３０３は、奥行き位置情報の提供要請に含まれ
る座標に関する情報（座標情報）と、記憶部３０９に格納されている合焦位置情報とを利
用して、要請のあった座標での奥行き位置に関する情報を取得する（ステップＳ３０９）
。その後、顕微鏡画像提供部３０３は、取得した奥行き位置情報を、画像表示装置４０に
提供する（ステップＳ３１１）。
【０２５３】
　画像表示装置４０の顕微鏡画像取得部４０３は、画像管理サーバ３０から提供された奥
行き位置情報を取得すると、取得した奥行き位置情報を表示制御部４０５に出力する。表
示制御部４０５は、得られた奥行き位置情報に基づいて、表示画面の奧行き情報表示領域
６１３に、奥行き位置情報を表示する（ステップＳ３１３）。
【０２５４】
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　その後、画像表示装置４０は、所定領域に表示された画像に変更があったか否かを判断
し（ステップＳ３１５）、変更があった場合には、画像表示装置４０は、ステップＳ３０
５を実施する。
【０２５５】
［全領域合焦画像の奥行き位置調整処理］
　次に、図２９を参照しながら、全領域合焦画像の奥行き位置調整処理の流れについて説
明する。
　画像表示装置４０のユーザ操作情報取得部４０１はユーザ操作の待ち受けを行っており
、画像表示装置４０は、全領域合焦画像の表示操作がなされたか否かを判断している（ス
テップＳ３２１）。全領域合焦画像の表示操作がなされると、表示制御部４０５は、全領
域合焦画像の画像データを利用して、拡大像表示領域６０３に全領域合焦画像を表示させ
る（ステップＳ３２３）。
【０２５６】
　その後、表示制御部４０５は、所定領域（例えば、ポインタ６０７が表示されている位
置や、ポインタ６０７により選択された選択領域）に表示されている画像の座標を特定す
る（ステップＳ３２５）。
【０２５７】
　その一方で、ユーザ操作情報取得部４０１はユーザ操作の待ち受けを行っており、画像
表示装置４０は、奥行き調整操作がユーザによってなされたか否かを判断している（ステ
ップＳ３２７）。ユーザにより奥行き調整装置がなされた場合には、表示画像選択部４０
７は、ユーザ操作情報に基づいて指定された奥行き位置を特定し、奥行き位置情報として
記憶する（ステップＳ３２９）。その後、表示画像選択部４０７は、特定した座標と、記
憶した奥行き位置情報とを含む選択画像情報を生成して、顕微鏡画像取得部４０３に顕微
鏡画像の取得を要請し、顕微鏡画像取得部４０３は、選択画像情報を利用して、顕微鏡画
像の提供を画像管理サーバ３０に要請する（ステップＳ３３１）。
【０２５８】
　画像管理サーバ３０の顕微鏡画像提供部３０３は、顕微鏡画像の提供要請に含まれる座
標に関する情報（座標情報）及び奥行き位置情報を利用して、要請のあった座標及び奥行
き位置での顕微鏡画像を取得する（ステップＳ３３３）。その後、顕微鏡画像提供部３０
３は、取得した顕微鏡画像を、画像表示装置４０に提供する（ステップＳ３３５）。
【０２５９】
　画像表示装置４０の顕微鏡画像取得部４０３は、画像管理サーバ３０から提供された顕
微鏡画像を取得すると、取得した顕微鏡画像を表示制御部４０５に出力する。表示制御部
４０５は、得られた顕微鏡画像のデータを利用して、表示画面の拡大像表示領域６０３に
、顕微鏡画像を表示する（ステップＳ３３７）。
【０２６０】
　その後、画像表示装置４０は、更なる奥行き調整操作がなされたか否かを判断し（ステ
ップＳ３３９）、かかる操作が行われた場合には、画像表示装置４０は、ステップＳ３２
９を実施する。また、更なる奥行き調整操作がなされていない場合には、画像表示装置４
０は、全領域合焦画像の奥行き更新操作がなされたか否かを判断する（ステップＳ３４１
）。かかる更新操作が実施されていない場合には、画像表示装置４０は、ステップＳ３３
９を実施する。
【０２６１】
　また、奥行き更新操作がなされた場合、画像表示装置４０の合焦位置情報更新要請部４
５１は、記憶している奥行き位置情報を、画像管理サーバに送信する（ステップＳ３４３
）。画像管理サーバ３０の合焦位置情報更新部３０５は、取得した奥行き位置情報に基づ
いて、管理している合焦位置情報を更新する（ステップＳ３４５）。
【０２６２】
　ここで、選択領域６２１が複数のサブ領域にまたがって存在している場合には、図３０
Ａ及び図３０Ｂに示した流れで処理が行われることとなる。
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【０２６３】
　かかる場合においても、画像表示装置４０のユーザ操作情報取得部４０１はユーザ操作
の待ち受けを行っており、画像表示装置４０は、全領域合焦画像の表示操作がなされたか
否かを判断している（ステップＳ３５１）。全領域合焦画像の表示操作がなされると、表
示制御部４０５は、全領域合焦画像の画像データを利用して、拡大像表示領域６０３に全
領域合焦画像を表示させる（ステップＳ３５３）。
【０２６４】
　その後、表示制御部４０５は、所定領域（例えば、ポインタ６０７が表示されている位
置や、ポインタ６０７により選択された選択領域）に表示されている画像の座標を特定す
る（ステップＳ３５５）。
【０２６５】
　その一方で、ユーザ操作情報取得部４０１はユーザ操作の待ち受けを行っており、画像
表示装置４０は、奥行き調整操作がユーザによってなされたか否かを判断している（ステ
ップＳ３５７）。ユーザにより奥行き調整装置がなされた場合には、表示画像選択部４０
７は、ユーザ操作情報に基づいて指定された奥行き位置を特定し、奥行き位置情報として
記憶する（ステップＳ３５９）。その後、表示画像選択部４０７は、特定した座標と、記
憶した奥行き位置情報に基づいて算出した奥行き位置の変化量とを含む選択画像情報を生
成して、顕微鏡画像取得部４０３に顕微鏡画像の取得を要請し、顕微鏡画像取得部４０３
は、選択画像情報を利用して、顕微鏡画像の提供を画像管理サーバ３０に要請する（ステ
ップＳ３６１）。
【０２６６】
　画像管理サーバ３０の顕微鏡画像提供部３０３は、顕微鏡画像の提供要請に含まれる座
標に関する情報（座標情報）及び奥行き位置の変化量と、管理している合焦位置情報とを
利用して、サブ領域毎に要請のあった座標及び奥行き位置での顕微鏡画像を取得する（ス
テップＳ３６３）。その後、顕微鏡画像提供部３０３は、取得した複数の顕微鏡画像を、
画像表示装置４０に提供する（ステップＳ３６５）。
【０２６７】
　画像表示装置４０の顕微鏡画像取得部４０３は、画像管理サーバ３０から提供された顕
微鏡画像を取得すると、取得した顕微鏡画像を表示制御部４０５に出力する。表示制御部
４０５は、得られた顕微鏡画像のデータを利用して、表示画面の拡大像表示領域６０３に
、顕微鏡画像を表示する（ステップＳ３６７）。
【０２６８】
　その後、画像表示装置４０は、更なる奥行き調整操作がなされたか否かを判断し（ステ
ップＳ３６９）、かかる操作が行われた場合には、画像表示装置４０は、ステップＳ３５
９を実施する。また、更なる奥行き調整操作がなされていない場合には、画像表示装置４
０は、全領域合焦画像の奥行き更新操作がなされたか否かを判断する（ステップＳ３７１
）。かかる更新操作が実施されていない場合には、画像表示装置４０は、ステップＳ３６
９を実施する。
【０２６９】
　また、奥行き更新操作がなされた場合、画像表示装置４０の合焦位置情報更新要請部４
５１は、記憶している奥行き位置情報や奥行き位置の変化量を、画像管理サーバに送信す
る（ステップＳ３７３）。画像管理サーバ３０の合焦位置情報更新部３０５は、取得した
奥行き位置情報に基づいて、管理している合焦位置情報を更新する（ステップＳ３７５）
。
【０２７０】
［全領域合焦画像の表示解除処理］
　次に、図３１を参照しながら、全領域合焦画像の表示解除処理の流れについて説明する
。
　画像表示装置４０のユーザ操作情報取得部４０１はユーザ操作の待ち受けを行っており
、画像表示装置４０は、全領域合焦画像の表示操作がなされたか否かを判断している（ス
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テップＳ３８１）。全領域合焦画像の表示操作がなされると、表示制御部４０５は、全領
域合焦画像の画像データを利用して、拡大像表示領域６０３に全領域合焦画像を表示させ
る（ステップＳ３８３）。
【０２７１】
　その一方で、ユーザ操作情報取得部４０１はユーザ操作の待ち受けを行っており、画像
表示装置４０は、全領域合焦画像の表示解除操作がユーザによってなされたか否かを判断
している（ステップＳ３８５）。かかる操作が行われていない場合には、画像表示装置４
０は、ステップＳ３８３を実施する。
【０２７２】
　他方、全領域合焦画像の表示解除操作が行われた場合、表示画像選択部４０７は、記憶
している奥行き位置情報を利用して選択画像情報を生成し、顕微鏡画像取得部４０３に顕
微鏡画像の取得を要請する。顕微鏡画像取得部４０３は、生成された選択画像情報を利用
して、顕微鏡画像の提供を画像管理サーバ３０に要請する（ステップＳ３８７）。
【０２７３】
　画像管理サーバ３０の顕微鏡画像提供部３０３は、顕微鏡画像の提供要請に含まれる座
標に関する情報（座標情報）及び奥行き位置情報を利用して、要請のあった座標及び奥行
き位置での顕微鏡画像を取得する（ステップＳ３８９）。その後、顕微鏡画像提供部３０
３は、取得した顕微鏡画像を、画像表示装置４０に提供する（ステップＳ３９１）。
【０２７４】
　画像表示装置４０の顕微鏡画像取得部４０３は、画像管理サーバ３０から提供された顕
微鏡画像を取得すると、取得した顕微鏡画像を表示制御部４０５に出力する。表示制御部
４０５は、得られた顕微鏡画像のデータを利用して、表示画面の拡大像表示領域６０３に
、顕微鏡画像を表示する（ステップＳ３９３）。
【０２７５】
　本実施形態に係る画像管理サーバ３０及び画像表示装置４０の間では、以上説明したよ
うな顕微鏡画像の表示制御処理が実施されている。このような処理が行われることにより
、ユーザは、全領域合焦画像を閲覧している際であっても、任意の領域の奥行き位置情報
を把握することが可能となり、サンプルの厚みを容易に把握することが可能となる。また
、本実施形態に係る画像管理サーバ３０及び画像表示装置４０では、ユーザによる全領域
合焦画像の合焦位置の調整が可能となるため、全領域合焦画像の精度を向上させることが
可能となる。
【０２７６】
（ハードウェア構成について）
　次に、図３２を参照しながら、本発明の実施形態に係る顕微鏡制御装置２０のハードウ
ェア構成について、詳細に説明する。図３２は、本発明の実施形態に係る顕微鏡制御装置
２０のハードウェア構成を説明するためのブロック図である。
【０２７７】
　顕微鏡制御装置２０は、主に、ＣＰＵ９０１と、ＲＯＭ９０３と、ＲＡＭ９０５と、Ｇ
ＰＵ（Ｇｒａｐｈｉｃｓ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）９０６と、を備える。また
、顕微鏡制御装置２０は、更に、ホストバス９０７と、ブリッジ９０９と、外部バス９１
１と、インターフェース９１３と、入力装置９１５と、出力装置９１７と、ストレージ装
置９１９と、ドライブ９２１と、接続ポート９２３と、通信装置９２５とを備える。
【０２７８】
　ＣＰＵ９０１は、演算処理装置及び制御装置として機能し、ＲＯＭ９０３、ＲＡＭ９０
５、ストレージ装置９１９、またはリムーバブル記録媒体９２７に記録された各種プログ
ラムに従って、顕微鏡制御装置２０内の動作全般またはその一部を制御する。ＲＯＭ９０
３は、ＣＰＵ９０１が使用するプログラムや演算パラメータ等を記憶する。ＲＡＭ９０５
は、ＣＰＵ９０１が使用するプログラムや、プログラムの実行において適宜変化するパラ
メータ等を一次記憶する。また、ＧＰＵ９０６は、顕微鏡制御装置２０内で実施される各
種の画像処理に関する演算処理を実施する演算処理装置及び制御装置として機能する。Ｇ
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ＰＵ９０６は、ＲＯＭ９０３、ＲＡＭ９０５、ストレージ装置９１９、又はリムーバブル
記録媒体９２７に記録された各種プログラムに従って、顕微鏡制御装置２０内の画像処理
の動作全般又はその一部を制御する。これらはＣＰＵバス等の内部バスにより構成される
ホストバス９０７により相互に接続されている。
【０２７９】
　ホストバス９０７は、ブリッジ９０９を介して、ＰＣＩ（Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ　Ｃｏ
ｍｐｏｎｅｎｔ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ／Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）バスなどの外部バス
９１１に接続されている。
【０２８０】
　入力装置９１５は、例えば、マウス、キーボード、タッチパネル、ボタン、スイッチお
よびレバーなどユーザが操作する操作手段である。また、入力装置９１５は、例えば、赤
外線やその他の電波を利用したリモートコントロール手段（いわゆる、リモコン）であっ
てもよいし、顕微鏡制御装置２０の操作に対応した携帯電話やＰＤＡ等の外部接続機器９
２９であってもよい。さらに、入力装置９１５は、例えば、上記の操作手段を用いてユー
ザにより入力された情報に基づいて入力信号を生成し、ＣＰＵ９０１に出力する入力制御
回路などから構成されている。顕微鏡制御装置２０のユーザは、この入力装置９１５を操
作することにより、顕微鏡制御装置２０に対して各種のデータを入力したり処理動作を指
示したりすることができる。
【０２８１】
　出力装置９１７は、取得した情報をユーザに対して視覚的または聴覚的に通知すること
が可能な装置で構成される。このような装置として、ＣＲＴディスプレイ装置、液晶ディ
スプレイ装置、プラズマディスプレイ装置、ＥＬディスプレイ装置およびランプなどの表
示装置や、スピーカおよびヘッドホンなどの音声出力装置や、プリンタ装置、携帯電話、
ファクシミリなどがある。出力装置９１７は、例えば、顕微鏡制御装置２０が行った各種
処理により得られた結果を出力する。具体的には、表示装置は、顕微鏡制御装置２０が行
った各種処理により得られた結果を、テキストまたはイメージで表示する。他方、音声出
力装置は、再生された音声データや音響データ等からなるオーディオ信号をアナログ信号
に変換して出力する。
【０２８２】
　ストレージ装置９１９は、顕微鏡制御装置２０の記憶部の一例として構成されたデータ
格納用の装置である。ストレージ装置９１９は、例えば、ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　
Ｄｒｉｖｅ）等の磁気記憶部デバイス、半導体記憶デバイス、光記憶デバイス、または光
磁気記憶デバイス等により構成される。このストレージ装置９１９は、ＣＰＵ９０１が実
行するプログラムや各種データ、および外部から取得した各種データなどを格納する。
【０２８３】
　ドライブ９２１は、記録媒体用リーダライタであり、顕微鏡制御装置２０に内蔵、ある
いは外付けされる。ドライブ９２１は、装着されている磁気ディスク、光ディスク、光磁
気ディスク、または半導体メモリ等のリムーバブル記録媒体９２７に記録されている情報
を読み出して、ＲＡＭ９０５に出力する。また、ドライブ９２１は、装着されている磁気
ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、または半導体メモリ等のリムーバブル記録媒体
９２７に記録を書き込むことも可能である。リムーバブル記録媒体９２７は、例えば、Ｄ
ＶＤメディア、ＨＤ－ＤＶＤメディア、Ｂｌｕ－ｒａｙメディア等である。また、リムー
バブル記録媒体９２７は、コンパクトフラッシュ（登録商標）（ＣｏｍｐａｃｔＦｌａｓ
ｈ：ＣＦ）、フラッシュメモリ、または、ＳＤメモリカード（Ｓｅｃｕｒｅ　Ｄｉｇｉｔ
ａｌ　ｍｅｍｏｒｙ　ｃａｒｄ）等であってもよい。また、リムーバブル記録媒体９２７
は、例えば、非接触型ＩＣチップを搭載したＩＣカード（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒ
ｃｕｉｔ　ｃａｒｄ）または電子機器等であってもよい。
【０２８４】
　接続ポート９２３は、機器を顕微鏡制御装置２０に直接接続するためのポートである。
接続ポート９２３の一例として、ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）
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ポート、ＩＥＥＥ１３９４ポート、ＳＣＳＩ（Ｓｍａｌｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｓｙｓｔ
ｅｍ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）ポート等がある。接続ポート９２３の別の例として、ＲＳ－
２３２Ｃポート、光オーディオ端子、ＨＤＭＩ（Ｈｉｇｈ－Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｍｕ
ｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）ポート等がある。この接続ポート９２３に外部
接続機器９２９を接続することで、顕微鏡制御装置２０は、外部接続機器９２９から直接
各種のデータを取得したり、外部接続機器９２９に各種のデータを提供したりする。
【０２８５】
　通信装置９２５は、例えば、通信網９３１に接続するための通信デバイス等で構成され
た通信インターフェースである。通信装置９２５は、例えば、有線または無線ＬＡＮ（Ｌ
ｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、またはＷＵ
ＳＢ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ＵＳＢ）用の通信カード等である。また、通信装置９２５は、
光通信用のルータ、ＡＤＳＬ（Ａｓｙｍｍｅｔｒｉｃ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｕｂｓｃｒｉ
ｂｅｒ　Ｌｉｎｅ）用のルータ、または、各種通信用のモデム等であってもよい。この通
信装置９２５は、例えば、インターネットや他の通信機器との間で、例えばＴＣＰ／ＩＰ
等の所定のプロトコルに則して信号等を送受信することができる。また、通信装置９２５
に接続される通信網９３１は、有線または無線によって接続されたネットワーク等により
構成され、例えば、インターネット、家庭内ＬＡＮ、赤外線通信、ラジオ波通信、各種の
専用通信又は衛星通信等であってもよい。
【０２８６】
　以上、本発明の実施形態に係る顕微鏡制御装置２０の機能を実現可能なハードウェア構
成の一例を示した。上記の各構成要素は、汎用的な部材を用いて構成されていてもよいし
、各構成要素の機能に特化したハードウェアにより構成されていてもよい。従って、本実
施形態を実施する時々の技術レベルに応じて、適宜、利用するハードウェア構成を変更す
ることが可能である。
【０２８７】
　また、本実施形態に係る画像管理サーバ３０及び画像表示装置４０は、本実施形態に係
る顕微鏡制御装置２０と同様のハードウェア構成を有しており、詳細な説明は省略する。
【０２８８】
（まとめ）
　以上説明したように、本発明の実施形態に係る顕微鏡制御装置２０では、奥行き方向に
連続して撮像されるサンプルの記録画像（顕微鏡画像）について、局所的な合焦位置を表
す情報である合焦位置情報が生成される。画像表示装置４０は、かかる合焦位置情報を利
用することで、サンプルの拡大像を表示画面に表示する際に、低負荷にて各部分又は任意
部分が最適な合焦状態にあるサンプルの拡大像を表示することが可能となる。
【０２８９】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する
者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例ま
たは修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的
範囲に属するものと了解される。
【０２９０】
　例えば、上記実施形態では、本発明の実施形態に係る合焦位置情報の生成処理を顕微鏡
制御装置２０が実施している場合について説明したが、本発明はかかる例に限定されない
。例えば、本発明の実施形態に係る合焦位置情報の生成処理を、画像管理サーバが実施し
てもよく、顕微鏡自体に十分なリソースが存在するのであれば顕微鏡自体が実施してもよ
い。合焦位置情報の生成処理を例えば画像管理サーバにおいて実施することで、本発明の
実施形態に係る顕微鏡とは異なる顕微鏡で撮像された顕微鏡画像に対しても、合焦位置情
報を生成することが可能となる。また、本発明の実施形態に係る合焦位置情報の生成処理
は、顕微鏡画像の閲覧用端末である画像表示装置において実施されてもよい。
【符号の説明】
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【０２９１】
　１　　顕微鏡画像管理システム
　３　　ネットワーク
　１０　　顕微鏡
　２０　　顕微鏡制御装置
　３０　　画像管理サーバ
　４０　　画像表示装置
　２０１　　統括制御部
　２０３　　照明制御部
　２０５　　ステージ駆動制御部
　２０７　　サムネイル像撮像制御部
　２０９　　拡大像撮像制御部
　２１１　　記憶部
　２２１　　統括駆動制御部
　２２３　　顕微鏡画像取得部
　２２５　　画像処理部
　２２７　　顕微鏡画像出力部
　２２９　　通信制御部
　２３１　　デジタル加工部
　２３３　　領域分割部
　２３５　　合焦位置検出部
　２３７　　合焦位置情報生成部
　２３９　　全領域合焦画像生成部
　３０１　　顕微鏡画像管理部
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